
 再生可能エネルギー導入に関する基本計画策定に関する業務  

 太陽光発電設備等の導入手法、設備容量、導入場所、設置工法の調査 

4-1-1. 導入手法 

環境省が公開している「公共施設への再エネ導入 第一歩を踏み出す自治体の皆様へ」*4-1より、

事業スキームの比較が表 4-1-1 のとおり整理されている。 

 

表4-1-1 事業スキームの比較一覧 

 自己所有 
第三者所有 

PPA リース 
（包括リース方式の場合） 

屋根貸し 

設備所有権 自治体 PPA事業者 リース会社 発電事業者 

初期投資 
多くの設備を導入するた

めには大きな費用が必要 

不要（※） 

PPA事業者が負担 

不要（※） 

リース会社が負担 

不要（※） 

発電事業者が負担 

ランニングコスト 保守点検費など 
（電気料金： 

PPA単価×消費量） 
リース料 

不要（※） 

発電事業者が負担 

契約期間 － 
長期 

10年～20年 

長期 

10年～20年 

長期 

10年～20年 

設備の処分・交

換・移転等 

〇 

自由にできる 

× 

自由にできない 

× 

自由にできない 

× 

自由にできない 

環境価値獲得可否 〇 
〇 

自家消費分のみ 
〇 × 

余剰売電する場合

自治体の収入有無 
〇 

× 

PPA事業者が回収 
〇 － 

※電気代やリース料として PPA 事業者やリース会社に支払う 

 表 4-1-1 より、自己所有の場合、売電する際の収入が得られるが、初期費用が発生する。一方

で、第三者所有の場合、初期費用が抑えられるものの、契約内容（ＰＰＡ単価やリース料金、契

約期間等）が事業者と交渉する必要がある。 
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4-1-2. 設備容量、導入場所、設置工法

(1) シリコン型

設備容量及び導入場所については、3-3-2 項で整理した情報を再掲する。設置工法について、3-

3-2 項において検討したレイアウトを基に既存の防水層を損傷しない基礎工法を検討した。整理

結果を表 4-1-2 に示す。 

表4-1-2 詳細検討施設における施工方法 

パネル 

種類 
設置手法 導入場所 

設備容量 

[kW] 

施工方法 

防水工法 基礎工法 

シ
リ
コ
ン

カー

ポート 

上名交流センター 87 ソーラーカーポート

串木野小学校 30 ソーラーカーポート

窓部 
串木野健康増進センター 1.4 窓部太陽光 

市役所市来庁舎 2.5 窓部太陽光 

屋根部 
いちきアクアホール 24 塗膜防水 鋼製基礎 

串木野中学校 48 塗膜防水 鋼製基礎 

ペ
ロ
ブ
ス
カ
イ
ト

壁部 
串木野環境センター 43.5 壁部太陽光 

川上交流センター 15 壁部太陽光 

屋根部 
総合体育館 775.5 後述 

多目的グラウンド 72 後述 

(2) ペロブスカイト型

ペロブスカイト型太陽光発電の施工方法は経産省が公開している「次世代型太陽電池戦略」*3-22

より、2025 年 12 月現在、施工方法の確立を進めている段階である。検討されている施工方法を整

理した。 

 また、2025 年 11 月に開催された新エネルギー総合展において、ペロブスカイト型太陽電池の

施工方法が展示されていた。展示担当者によると展示された手法では３[kg/㎡]にて設置すること

が可能とのことであった。 
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図4-1-1 ペロブスカイト型太陽電池の施工例 
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図4-1-2 展示されていたペロブスカイト型太陽電池 

（出典：日揮株式会社） 
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 太陽光発電設備等の設置、運用・撤去までの調査 

4-2-1. 自己所有に関する調査 

 市が太陽光発電設備等を購入した際に必要となる手続き等について調査した。 

 

(1) 太陽光発電設備等の設置に関する調査 

 太陽光発電設備等の設置に関する基本的な検討内容について、環境省が公開している「ＰＰＡ

モデルによる政府施設への太陽光発電設備導入の手引き」*4-2より調査した。調査結果を表 4-2-1

に示す。 

 

表4-2-1 太陽光発電設備等の設置に関する基本的検討項目(1/3) 

項目 検討内容 

導

入

準

備 

導入目的と方針

の明確化 

□ 地域の脱炭素化・レジリエンス強化の方針を確認する 
□ 再エネ導入計画やゾーニング計画との整合性を確認する 
□ 太陽光発電設備導入の目的を明確にする 

BCP 対策、コスト削減、地域経済への貢献、再エネ理解促進など 

庁内体制の整備 

□ 担当部署・責任者を明確にする 
□ 関係部署（財政、施設管理、環境、教育など）との連携体制を構築

する 
□ 必要により庁内会議体（検討委員会等）の設置を検討する 

予算・制度の確認 

□ 初期費用の有無を確認する（第三者所有なら原則不要） 
□ 補助金・交付金の活用可能性を調査する（例：環境省、経産省） 
□ 導入形態などに応じた予算措置（導入可能性調査、計画策定、既存

設備改修などに関する費用）の要否を確認する 

導入可能性調査

の方法 

□ 調査者を検討する（自治体 or 委託） 
□ 調査項目の決定する 

委託：調査項目が詳細になるとその分費用が高くなる 
自治体：専門的知識がないと確認できない項目もある 

候補施設・土地の

選定 

□ 屋根・敷地の面積と形状、日照条件、耐震性、築年数、今後の使用

年数、環境条件等を確認する 
□ 電力使用量が多い施設を調査する（導入目的に応じ設置を優先す

る） 
□ 災害時の避難所指定施設を調査する（導入目的に応じ設置を優先す

る） 
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表 4-2-1 太陽光発電設備等の設置に関する基本的検討項目(2/3) 

項目 検討内容 

導

入

準

備 

情報収集・調査 

□ 構造計算書、電力需要量データを入手する（設備の設置可能容量検

討） 
□ 他自治体の導入事例を調査する 
□ 経済波及効果分析ツールの活用を検討する 

環境省 HP 総合環境政策／地域経済循環分析 

https://www.env.go.jp/policy/circulation/index.html 

※本ページ内の 「４．経済波及効果分析ツールのダウンロード」 

を参照 

□ 太陽光発電の導入可能性簡易判定ツールの活用を検討する 
  環境省 HP 太陽光発電設置可能性簡易判定ツール(地方公共団体版） 

  https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/manual2.html 

  ※調査票シートに、候補施設に関する以下項目を入力することで、

簡易判定結果を確認できる。 

導入方式の検討 

□ 自己所有 or 第三者所有（PPA/リース/屋根貸し）を比較する 
□ 各方式のメリット・デメリットを整理する 
□ 導入施設に適した方式を選定する 

施

工 
申請・届出 

□ 消防への変電設備設置届が必要か確認する 
【届出対象となる電気設備】 

1） 高圧又は特別高圧の変電設備（全出力 20kW 以下のものは除く） 

2） 急速充電設備（全出力 50kW 以下のものは除く） 

3） 蓄電池設備（蓄電池容量が 20キロワット時以下のものは除く） 
□ 建築確認が必要か確認する 

太陽光発電パネル下のスペースを作業場や保管庫等屋内的用途に

供する場合や、メンテナンス以外で人の立入りが想定される場合に

は建築確認が必要となります。 
□ 電力会社への系統連系申込を行う 

事前相談から連係開始までは 1 年程度かかることもあるため余裕

をもって申し込みを行う 
□ 経済産業省へ電気主任技術者届出、保安規程届出を提出する 

出力 50kW 未満の太陽光発電設備等、小出力発電設備の場合は免

除、（ただし出力 10kW 以上 50kW 未満の場合は小規模事業用電気

工作物に当たるため、基礎情報の届出が必要） 
□ FIT・FIP 制度を活用して余剰売電を行う場合は、経済産業省から

事業計画認定を受ける。 
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表 4-2-1 太陽光発電設備等の設置に関する基本的検討項目(3/3) 

項目 検討内容 

施

工 

設計・施工 

・系統連系 

□ 設計協議を行う（電力会社、消防、建築確認等） 
□ 事業者が作成した発電設備や附帯設備、配線等の設計図を整備する 
□ メンテナンスや異常確認の頻度をあらかじめ確認する 
□ ＣＯ2 削減効果の算定方法および確認頻度を整理しておく 
□ 既存キュービクル等の改造の要否について確認する 
□ 既存電力契約会社に相談し、契約切替や変更等について確認する 
□ 発電量や使用量の表示方法を確認する 

広報や理解促進の観点から電力量をグラフ化し大型モニターに表

示したり、Web 上でモニタリングできる仕組みを構築する場合な

ど 
□ 災害時の電力切替や災害用コンセントの設置場所などを決める 
□ 工事スケジュールを調整する 
□ 系統連系・電力供給開始の時期を確認する 

運

用 

 

運用開始時 

□ 竣工検査を実施する 
図面・仕様との整合性、機器・構造の確認、電気系統・性能確認、

安全・法令遵守 
□ 発電量・使用量のモニタリング体制を構築する 
□ 災害時の自立運転機能が適切に動作するか確認する 
□ EV・蓄電池との連携がある場合は正常に機能しているか確認する 
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(2) 太陽光発電設備等の運用に関する調査 

太陽光発電等の運用について、資源エネルギー庁が作成した「事業計画策定ガイドライン（太

陽光発電）」*4-3 および一般財団法人太陽光発電協会が公開している「太陽光発電システム保守点

検ガイドライン」*4-4より調査した。表 4-2-2 に調査結果を、表 4-2-3 に屋根設置型 PV システム

（一般電気工作物）の定期点検例を示す。なお、定期点検の頻度は、太陽光発電システム保守点

検ガイドラインに低圧の太陽光発電（50kW 未満）で 4 年に 1回以上、高圧の太陽光発電（50kW 以

上）で半年に 1回以上行うよう推奨されている。 

 

表4-2-2 太陽光発電設備等の運用(1/2) 

項目 内容 頻度 

通

常

運

転

時 

発電量の監視 □ 発電量が計画通りかを定期的に確認する 毎日〜毎月 

異常検知 
□ 発電停止・出力低下などの異常を検知した

場合は記録する 
随時 

保守計画作成 

□ 保守点検及び維持管理に係る実施計画を

策定する（電気事業法の規定により保安規

程又は基礎情報の届出義務がある場合、こ

の保安規程又は基礎情報を踏まえた保守

点検及び維持管理計画を策定する） 

初期構築時／

変更時 

保守点検体制の整備 
□ 保守点検を行う体制（業者・担当者）を明

確にしておく 
初期構築時／

変更時 

周辺環境への配慮 
□ 雨水流出、反射光、騒音などの影響が出て

いないか確認する 
半年〜年 1回 

第三者の安全確保 
□ 設備周辺の立入制限や看板表示に異常が

ないか確認する 
常時 

保

守

点

検

時 

屋根・太陽電池アレイ

の点検 

□ モジュールの割れ、汚れ、ケーブルの損傷

などがないか確認する 
表 4-2-3 参照 

接続箱・集電箱の点検 
□ 端子の緩み、腐食、異常発熱の有無を確認

する 
表 4-2-3 参照 

PCS（パワーコンディシ

ョナー）の点検 

□ 動作状態、エラー履歴、冷却ファンの状態

を確認する 
表 4-2-3 参照 

その他電気設備の点検 □ 変形、腐食、緩みがないか確認する 表 4-2-3 参照 

電気的試験 □ 電気的な安全性を確認する 表 4-2-3 参照 

発電性能の診断 
□ 電流電圧特性（I-V 曲線）測定、ベンチマー

クとの比較 
表 4-2-3 参照 

異常発見時対応 □ 異常時の停止・復旧手順を整備しておく 随時 

点検報告書の作成 □ 点検結果を記録し、保管する 点検ごと 
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表 4-2-2 太陽光発電設備等の運用(2/2) 

項目 内容 頻度 

非

常

時 

災害時の対応手順 
□ 台風・地震・水害時の対応マニュアルを整備し

ておく 
初期構築時／

見直し時 

停電時の自立運転

確認 
□ 自立運転機能の動作確認を行う 年 1 回 

感電・火災防止対策 □ 感電防止表示、遮断器の確認を行う 常時／点検時 

地域との連携 □ 消防との連携体制を構築しておく 
初期構築時／

更新時 

事故報告 
□ 電気関係報告規則、消費生活用製品安全法の

定めに従い、事故報告を行う 
事故発生時 

 

 

 

表4-2-3 屋根設置型 PV システム（10kW 未満の一般電気工作物）の定期点検例(1/4) 

定期点検部位 点検項目 点検方法 周期 

屋根 

屋根葦材 破損、位置ずれ 目視 1 回/4 年 

屋根裏 野地裏，天井裏に結露，雨漏りの痕跡 目視 1 回/4 年 

排水路 排水状態 目視 1 回/4 年 

太陽電池

アレイ 

太陽電池モジ

ュール 

表面の汚れ，破損 目視 1 回/4 年 

裏面の汚れ，破損 目視 適宜 

端子箱の破損，変形 目視 適宜 

フレームの破損，変形，腐食 目視 1 回/4 年 

太陽電池セル表面のスネイルトレイル 目視 1 回/4 年 

コネクタ 破損，変形 目視 適宜 

ケーブル 破損，変形，汚損，腐食 目視 適宜 

電線管 破損，変形，汚損，腐食 目視 1 回/4 年 

接地線 
腐食，断線，外れ 目視 適宜 

接続部のゆるみ 目視 適宜 

架台 
架台，基礎の状態 目視 適宜 

架台の固定状態 目視 適宜 

周辺の状況 影（樹木，電柱，アンテナなど），鳥の巣 目視 1 回/4 年 
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表 4-2-3 屋根設置型 PVシステム（10kW 未満の一般電気工作物）の定期点検例(2/4) 

定期点検部位 点検項目 点検方法 周期 

接続箱・

集電箱 

本体 

外箱の腐食，破損 目視 1 回/4 年 

設置状態 目視 1 回/4 年 

扉の開閉，施錠 目視 1 回/4 年 

外箱の内部の状態 目視 1 回/4 年 

周囲の状況 目視 1 回/4 年 

配電，電線管 目視 1 回/4 年 

防水処理の確認 目視 1 回/4 年 

端子台，内部機器 接続箇所のゆるみ，脱落 目視 1 回/4 年 

過電流保護素子 破損，溶断表示 目視 1 回/4 年 

逆流防止ダイオード ねじ緩み，破損，腐食 目視 1 回/4 年 

断路器・開閉器 ねじ緩み，破損，腐食 目視 1 回/4 年 

避雷器 破損，動作表示 目視 1 回/4 年 

接地線 
腐食，断線，外れ 目視 1 回/4 年 

接続部のゆるみ 目視 1 回/4 年 

試験 

断路器・開閉器の開閉操作確認 操作 1 回/4 年 

逆流防止ダイオード点検 測定 1 回/4 年 

接地抵抗測定 測定 1 回/4 年 

絶縁抵抗測定 測定 1 回/4 年 

開放電圧測定 測定 1 回/4 年 

電流電圧特性（I-V 曲線）測定 測定 必要時 

太陽電池モジュール内バイパス回

路（バイパスダイオード）の機能確

認 

測定 必要時 
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表 4-2-3 屋根設置型 PVシステム（10kW 未満の一般電気工作物）の定期点検例(3/4) 

定期点検部位 点検項目 点検方法 周期 

パワー 

コンディ

ショナー 

本体 

外箱の腐食，破損 目視 1 回/4 年 

設置状態 目視 1 回/4 年 

配電，電線管 目視 1 回/4 年 

防水処理の確認（屋外用の場合） 目視 1 回/4 年 

異常音，異臭など 聴覚嗅覚 1 回/4 年 

外箱の内部の状態 目視 1 回/4 年 

部品の落下 目視 1 回/4 年 

周囲の状況 目視 1 回/4 年 

総発電量 目視 1 回/4 年 

表示部 目視 1 回/4 年 

整定値 目視 1 回/4 年 

避雷器 破損，動作表示 目視 1 回/4 年 

通気状態 通気確認 目視 1 回/4 年 

端子台、内部機器 接続箇所のゆるみ，脱落 目視 1 回/4 年 

蓄電装置，UPS 

破損，変形，汚損，腐食，発錆 目視 1 回/4 年 

異常音，異臭など 聴覚嗅覚 1 回/4 年 

運転履歴（充放電履歴，異常の有無） 目視 1 回/4 年 

その他必要事項（メーカ指定の試験な

ど） 
－ 適宜 

試験 

絶縁抵抗測定（PCS 入力端子－接地間，

PCS 出力端子－接地間） 
測定 1 回/4 年 

接地抵抗測定 測定 1 回/4 年 

交流電圧（送電電圧）測定 測定 1 回/4 年 

直流地絡検出装置の機能確認 

（必要に応じて） 
操作 1 回/4 年 

投入阻止時限タイマー 操作 1 回/4 年 

自立運転機能試験（機能がある場合） 操作 1 回/4 年 

電力量計 メータ 表示の確認 目視 1 回/4 年 

漏電 

遮断器 

本体 破損，変形，汚損，腐食 目視 1 回/4 年 

操作部 ハンドルの操作性 操作 1 回/4 年 

端子部 ねじ緩み，破損，腐食 目視 1 回/4 年 

配線 破損，断線，過熱 目視 1 回/4 年 

試験 交流電圧（送電電圧）測定 測定 1 回/4 年 

 

 

 

 

 

 

4-11



表 4-2-3 屋根設置型 PVシステム（10kW 未満の一般電気工作物）の定期点検例(4/4) 

定期点検部位 点検項目 点検方法 周期 

データ収

集装置，

遠隔制御

装置 

本体 

損傷，変形，汚損，腐食，発錆 目視 1 回/4 年 

異音，異臭 聴覚嗅覚 1 回/4 年 

運転履歴 

（発電状態，通信状態，エラー履歴） 
目視 1 回/4 年 

外箱の内部の状態 目視 1 回/4 年 

通信線 断線，外れ 目視 1 回/4 年 

遠隔操作・制御 操作・制御の状況 目視 1 回/4 年 

センサ類 

（日射計 

気温計） 

本体 

損傷，変形，汚損，腐食，発錆 目視 1 回/4 年 

定期校正 
－ 適宜 
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(3) 太陽光発電設備等の撤去に関する調査 

太陽光発電等の撤去について、環境省が公開している「太陽光発電設備のリサイクル等の推進

に向けたガイドライン」*4-5より調査した。調査結果を表 4-2-4 に示す。 

 

表4-2-4 太陽光発電設備等の撤去 

項目 内容 

事前準備・情報収集 

□ FIT 認定の場合は経済産業大臣に再生可能エネルギー発電事業廃止

届出書の提出する 
□ 電気事業法に基づき届出を行う。 

自家用電気工作物（出力 50kW 以上）の場合は経済産業省産業保安

監督部へ、小規模事業用電気工作物（出力 10kW 以上 50kW 未満）

の場合は経済産業大臣への届出する。一般用電気工作物（出力 10kW
未満）の場合は届出不要。 

□ 撤去スケジュール、費用、担当部署を明確にし、全体計画を策定する 
□ 廃棄物処理法、建設リサイクル法などの関連法令を確認する 
□ 設備の所有者・設置場所・設置年・メーカー・型式を確認する 
□ 太陽光パネルに含まれる有害物質（鉛、カドミウムなど）の有無を確

認する（被災パネルの処理には特に注意が必要で、感電や有害物質の

流出リスクがある） 
□ 廃棄物データシート（WDS）を入手・作成する（可能であれば） 

関係者との連携 

□ 解体・撤去業者と契約する（廃棄物処理法に基づく適正業者） 
□ 環境部、施設管理部、財政部など関係部署との連携体制を構築する 
□ 廃棄物処理業者（収集運搬・中間処理・最終処分）と連携する 
□ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）を準備・運用する（太陽光パネル

は「金属くず」「ガラスくず」「廃プラスチック類」の混合物として扱

われる） 

安全対策の実施 

□ 感電防止を徹底する（ケーブル端末の絶縁処理、遮光シートでパネル

を覆う） 
□ 作業員の安全装備を管理する（絶縁手袋、保護メガネ、作業着など） 
□ ガラス破損・水濡れ防止（ブルーシート等で覆う） 
□ 現場の立入防止措置（囲い・注意喚起表示）を行う 

処理方法の選定 

□ リユース・リサイクルの可能性を優先的に検討する 
□ 埋立処分の場合は「管理型最終処分場」を選定する 
□ 処理業者に対し、適正処理のための情報提供を実施する 
□ リサイクル・処理にかかる費用を試算し予算化する 
□ 鉛、カドミウムなどの有害物質の適正な管理と処理方法を確保する 

記録・報告 

□ 処理完了後、マニフェストの最終確認を行う 
□ 処理内容・数量・方法を記録として保管する 
□ リサイクル率を記録し、環境省等への報告に活用する 
□ 必要に応じて、住民や関係機関への報告・説明する 
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4-2-2. 事業費に関する調査 

(1) シリコン型 

 シリコン型パネルの事業費算定について、調達価格等算定委員会（経済産業省）が公開して

いる「令和７年度以降の調達価格等に関する意見（令和７年２月３日）」*4-6より、事業用太陽

光発電（容量別）の資本費及び運転維持費を整理した。また、撤去費用については、経産省が

公開している「太陽光発電設備の廃棄等について」*4-7に記載されている廃棄等費用を整理し

た。整理結果は表 4-2-5 のとおりである。 

 

表4-2-5 シリコン型太陽電池における費用 

[単位：千円/ｋＷ]        

容量 

[ｋＷ] 
資本費 

年間運転維持費 

撤去費用 地上 

設置型 

屋根 

設置型 

10-50 370 
5.1 5.6 

13.7 

20-50 365 

50-100 362 
5.7 3.9 

100-250 329 

250-500 300 5.1 3.5 

500-750 308 
6.1 4.2 

750-1000 295 

1000- 297 6.6 4.0 

 

(2) ペロブスカイト型 

 ペロブスカイト型太陽光については、自然エネルギー財団が公開している「ペロブスカイト太

陽電池に高まる期待」より政府や各種委員会の資料、グリーンイノベーション基金事業の公開情

報、および各社のプレスリリースやヒアリングをもとに建設費、廃棄費用等が公開されている。

また、経産省では「次世代太陽電池戦略」*3-22 において、2040 年めどに建設費/運転維持費/廃棄

費用が公開されている。それぞれの数値について表 4-2-6 のとおり整理した。 

 

表4-2-6 ペロブスカイト太陽電池における費用 

[単位：千円/ｋＷ]   

パターン 建設費 
年間運転 

維持費 
撤去費用 備考 

①ヒアリング値

（最大値） 
280 

－*1 

15*2 

自然エネルギー財団 
②ヒアリング値

（最小値） 
230 10*2 

③（将来） 204 3.7 6 2040 年想定値（経産省） 

*1 表 4-2-5 の数値を採用 

*2 資料内のシリコン型の数値を採用 

4-14



(3) 事業費算定 

以上より、各調査対象施設における事業費及び 20 年間の運転維持費、撤去費用を算定した。

算定結果は表 4-2-7 に示す。なお、ペロブスカイト型太陽電池については、表 4-2-6 の算定

方法及び表 4-2-5 の算定方法にて算定した。 
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 太陽光発電設備等の導入に向けた工期・工程の整理 

環境省が公開している「事例集（第三者所有モデルによる太陽光発電設備導入の手引き）」*4-9よ

り、詳細検討施設と設備容量[ｋＷ]等が類似している工期・工程を整理した。情報がない施設に

ついては、一般社団法人環境技術普及促進協会が公開している「窓、壁等と一体となった太陽光

発電の導入加速化支援事業」*4-10や「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（ペロブスカイ

ト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業）」*4-11に記載がある事業実施のスケジ

ュールを整理した。 
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表
4
-
3
-
1 
各

施
設

に
お

け
る
工

期
・
工
程

整
理

結
果
 

導
入

場
所
 

上
名

交
流

セ
ン

タ
ー
 

設
備

容
量
 

8
7
ｋ

Ｗ
 

 

 
 

 

導
入

場
所
 

串
木

野
小

学
校
 

設
備

容
量
 

3
0
ｋ

Ｗ
 

い
ち

き
ア

ク
ア

ホ
ー

ル
 

2
4
ｋ

Ｗ
 

串
木

野
中

学
校
 

4
8
ｋ

Ｗ
 

 

 
 

      

工
期

０
M

１
M

２
M

３
M

４
M

５
M

６
M

７
M

８
M

９
M

１
０
M

１
１
M

１
２
M

工
程

協
議
開
始

調
査
開
始

協
定
締
結

電
力
供
給

開
始

参
考

自
治
体

備
考

導
入
工
事

福
岡
県
吉
富
町
 
パ
ネ
ル
86
ｋ
W

・
オ
ン
サ
イ
ト
PP
Aに

よ
る
設
置

工
期

０
M

１
M

２
M

３
M

４
M

５
M

６
M

７
M

８
M

９
M

１
０
M

１
１
M

１
２
M

工
程

協
議
開
始

調
査
開
始

補
助
事
業

申
請

電
力
供
給

開
始

参
考

自
治
体

備
考

大
阪
府
能
勢
町
 
パ
ネ
ル
26
.3
9ｋ

Ｗ
 
蓄
電
池
 
16
.4
kW

h
・
リ
ー
ス
契
約
に
よ
る
設
置

契
約
締
結

導
入
工
事
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表
4
-
3
-
2 
各

施
設

に
お

け
る
工

期
・
工
程

整
理

結
果

（
窓
部

設
置
）
 

導
入

場
所
 

串
木

野
健

康
増

進
セ

ン
タ

ー
 

設
備

手
法
 

窓
部

設
置
 

市
役

所
市

来
庁

舎
 

 

 

 

              

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

申
請
者

応
募
書
類

提
出

完
了
実
績

報
告
書
提
出

請
求
書

提
出

執
行
団
体

採
択
通
知

交
付
決
定

通
知

補
助
金

支
払

備
考

窓
、
壁
等
と
一
体
と
な
っ
た
太
陽
光
発
電
の
導
入
加
速
化
支
援
事
業

工
期

工
程 参
考
資
料

交
付
申
請
書
提
出

導
入
工
事
〜
事
業
期
間
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表
4
-
3
-
3 
各

施
設

に
お

け
る
工

期
・
工
程

整
理

結
果

（
ペ
ロ

ブ
ス
カ
イ

ト
型

）
 

導
入

場
所
 

串
木

野
環

境
セ

ン
タ

ー
 

設
備

手
法
 

ペ
ロ

ブ
ス

カ
イ

ト
型
 

川
上

交
流

セ
ン

タ
ー
 

総
合

体
育

館
 

多
目

的
グ

ラ
ウ

ン
ド
 

 

 

 

 

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

申
請
者

応
募
書
類

提
出

完
了
実
績

報
告
書
提

執
行
団
体

採
択
通
知

補
助
金

支
払

申
請
者

応
募
書
類

提
出

完
了
実
績

報
告
書
提

完
了
実
績

報
告
書
提

執
行
団
体

採
択
通
知

補
助
金

支
払

交
付
申
請

審
査

審
査

補
助
金

支
払

備
考

ペ
ロ
ブ
ス
カ
イ
ト
太
陽
電
池
の
社
会
実
装
モ
デ
ル
の
創
出
に
向
け
た
導
入
支
援
事
業

参
考
資
料

導
入
工
事
〜
事
業
期
間

工
程

（
２
か
年
事
業
）

導
入
工
事
〜
事
業
期
間

導
入
工
事
〜
事
業
期
間

工
期

工
程

（
１
か
年
事
業
）
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 太陽光発電設備等の導入に活用可能な補助金の調査 

補助金について、本事業への利用可否を含め、調査を行った。 

調査した補助金は、環境省が公開している以下４つの内容について調査/整理した。 

（１）地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等

導入推進事業*4-12 

（２）重点対策加速化事業*4-13 

（３）民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業*4-14 

（４）窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業*4-10 

（５）ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業*4-11 

 

補助金について、調査結果を表4-4-1、詳細を表4-4-2に示す。 

 

表4-4-1 補助金の調査結果 

番

号 
補助制度名 交付要件 

利用 

可否 
備考 

１ 

地域レジリエンス・脱炭素

化を同時実現する公共施

設への自立・分散型エネル

ギー設備導入促進事業 

10kW 以上の太陽光 

発電設備および 

蓄電池の導入。 

不可 

太陽光発電設備設置の場合

蓄電池を導入が必要である

ため。 

２ 

地域脱炭素移行・再エネ推

進交付金（重点対策加速化

事業） 

市町村の場合、 

合計 0.5MW 以上の 

再エネ設備導入 

追加 

検討要 

検討容量予定が合計

1,100kW 程度であるが、 

国からの重点対策加速化事

業の採択が必要 

３ 

民間企業等による再エネ

の導入及び地域共生加速

化事業 

民間企業が対象 不可 地方公共団体であるため 

４ 

窓、壁等と一体となった太

陽光発電の導入加速化支

援事業 

3ｋW以上の太陽光 

発電設備の導入 
不可 

今回の検討は最大で 

2.5ｋW であり、条件容量を

満たさないため 

５ 

ペロブスカイト太陽電池

の社会実装モデルの創出

に向けた導入支援事業 

性能基準を満たす 

フィルム型ペロブス

カイト太陽電池の 

導入 

可 

設置場所の耐荷重が

10kg/m2 以下相当、 

発電容量が１施設あたり５

kW 以上など７つの要件あり 
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表
4
-4
-2

 補
助
金
の
詳
細
（
１
/５

）
 

補
助

制
度

名
 

〈
環

境
省

〉
地

域
レ

ジ
リ

エ
ン

ス
・
脱

炭
素

化
を

同
時

実
現

す
る
公

共
施

設
へ

の
自

立
・

分
散

型
エ
ネ

ル
ギ

ー
設

備
等

導
入

推
進

事
業
 

事
業

目
的
 

防
災
・
減

災
、
国

土
強

靱
化

の
た

め
の

５
か

年
加

速
化

対
策
（

令
和

２
年

１
２

月
１

１
日

閣
議

決
定

）
に

お
け

る
「

災
害

時
に

役
立

つ
避

難
施

設
防

災
拠
点

の
再

エ
ネ
・
蓄

エ
ネ

設
備

に
関

す
る

対
策
」
と

し
て

、
ま

た
、
地

球
温

暖
化

対
策

計
画
（

令

和
３

年
１

０
月

２
２

日
閣

議
決

定
）
に
基

づ
く

取
組

と
し
て

、
地

方
公

共
団

体
に

お
け
る

公
共
施

設
等

へ
の

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ
ー

の
率

先
導

入
を

実
施

す
る

こ
と
に

よ
り

、
地

域
の

レ
ジ

リ
エ

ン
ス
（
災

害
等

に
対

す
る

強
靱

性
の

向
上

）
と

地
域

の

脱
炭

素
化

を
同

時
実

現
す

る
。

 

対
象

設
備

・
条

件
 

【
設

備
】
 

地
域

防
災
計

画
に
よ

り
災

害
時

に
避

難
施

設
等
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
公
共
施
設
等
。
 

業
務

継
続
計

画
に
よ

り
、

災
害

等
発

生
時

に
業
務

を
維
持
す
る
べ
き
公
共
施
設
等
。
 

対
象

と
な
る

設
備
：

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

強
化

に
資
す

る
太

陽
光

（
1
0ｋ

Ｗ
以

上
）
、

風
力
、

小
水

力
、

地
中

熱
、

廃
熱

や
地

熱
、
バ

イ
オ

マ
ス

資
源

、
太

陽
熱
、

雪
氷

熱
な

ど
の

再
生

可
能

エ
ネ
ル

ギ
ー

や
未

利
用

熱
を

利
活

用
す
る

発
電

設
備

及
び

熱

供
給

設
備

、
コ

ジ
ェ

ネ
レ
ー
シ

ョ
ン

シ
ス

テ
ム
（
C
G
S）

、
そ
れ
ら
の
附
帯
設
備
（
車
載
型
蓄
電
池
、
充
放
電
設
備
・
充
電
設
備
、
自
営
線
等
）
並
び
に
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
（
高
効
率
空
調
機
、
高
機
能
換
気
設
備
、
高
効
率
照

明
機

器
、
高

効
率

給
湯
器
、
エ

ネ
ル

ギ
ー

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
、
断
熱
材
、
変
圧
器
、
省
エ
ネ
型
浄
化
槽
等
）
等
を
導
入
す
る

費
用
の
一
部
を
補
助
。
 

申
請

者
 

ア
地

方
公

共
団
体

イ
民

間
企

業
（
上

記
ア

と
共
同

申
請

す
る
場

合
に

限
る

）

補
助

金
の

交
付

額
 

【
補

助
率

】
 

市
区

町
村

等
で

あ
っ

て
、

太
陽

光
発
電

設
備

以
外

の
再

生
可

能
エ
ネ

ル
ギ

ー
設

備
又

は
未

利
用

熱
活
用

設
備

の
導

入
事

業
の

場
合

、
又
は

離
島

の
場

合
：

２
/
３
 

市
区

町
村

等
で

あ
っ

て
、

太
陽

光
発
電

設
備

及
び

定
置

用
蓄

電
池
又

は
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
シ
ス

テ
ム

の
導

入
事

業
の

場
合

：
１
/
２

 

都
道

府
県

・
指

定
都

市
の

場
合

（
太
陽

光
発

電
以

外
の

再
エ

ネ
設
備

導
入

事
業

に
限

る
）
：

１
/
３
 

補
助

事
業

期
間

 
令

和
３

年
度

～
令

和
７
年

度
 

公
募

期
間
 

【
令

和
７

年
度

実
績

】
 

一
次

公
募

：
４

月
７

日
～

５
月

９
日
 

二
次

公
募

：
６

月
３

０
日

～
７

月
２
５

日
 

そ
の

他
 

・
蓄

電
池
は

自
然

変
動

型
の
再

生
可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
発

電
設

備
（
太

陽
光

発
電

設
備

、
風

力
発

電
設
備

等
）

を
導

入
す

る
場

合
は

必
須
。

た
だ

し
、

次
の
①

も
し

く
は

②
を

満
た

す
場
合

を
除

く
。

①
一

定
の

要
件

を
満

た
す

蓄
電

池
設
備

（
据

置
（

定
置

）
型

）
が

導
入
さ

れ
て

い
る

場
合

②
外

部
給

電
可

能
な

車
載

型
蓄

電
池
等

を
導

入
、

災
害

時
に

必
要

な
電
力

を
施

設
内

に
供

給
で

き
る

体
制
を

構
築

す
る

場
合

・
蓄

電
池

と
し
て

E
V
を

導
入
す

る
場

合
は
、

通
信

・
制

御
機

器
、

充
放

電
設
備

又
は

充
電

設
備

と
セ

ッ
ト

で
外
部

給
電

可
能
な

EV
に

蓄
電
容

量
の

１
/
２

×
４
万

円
/k
W
h
を

補
助

。

・
都

道
府

県
・

指
定

都
市

に
よ

る
公
共

施
設

等
へ

の
太

陽
光

発
電
設

備
導

入
は

PP
A
等
に

限
る

。
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表
4
-4
-2
 
補
助
金
の
詳
細
（
２
/５

）
 

補
助

制
度

名
 

〈
環

境
省

〉
重

点
対

策
加

速
化

事
業
（

地
域

脱
炭

素
移

行
・

再
エ
ネ

推
進

交
付

金
）
 

事
業

目
的
 

「
地

域
脱

炭
素

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

」（
令
和

３
年

６
月

９
日

第
３

回
国
・
地

方
脱

炭
素

実
現
会

議
決
定

）
、
地

球
温

暖
化

対
策

計
画
（

令
和

３
年

1
0
月

22
日

閣
議

決
定

）
及
び

脱
炭

素
成

長
型

経
済

構
造

移
行

推
進

戦
略
（「

Ｇ
Ｘ

推
進

戦
略

」、
令

和
５

年
７

月
2
8
日
閣

議
決

定
）
等

に
基
づ

き
、

民
間

と
共

同
し

て
意

欲
的
に

脱
炭

素
に

取
り

組
む

地
方

公
共
団

体
等

に
対

し
て

、
地

域
の

脱
炭
素

へ
の

移
行
を

推
進

す
る

た
め

に
本

交
付
金

を
交

付
し

、
複

数
年

度
に

わ
た
り

継
続

的
か

つ
包

括
的
に

支

援
す

る
。
こ

れ
に

よ
り

、
地

球
温

暖
化

対
策

推
進

法
と

一
体

と
な

っ
て

、
少

な
く

と
も

1
0
0
か

所
の
「

脱
炭

素
先

行
地

域
」
で

、
脱
炭

素
に

向
か
う

地
域
特

性
等

に
応

じ
た

先
行

的
な

取
組
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
脱

炭
素

の
基

盤
と

な
る
「

重
点

対
策

」
を

全
国

で
実

施
し

、
国

・
地
方

連
携

の
下

、
地

域
で

の
脱
炭

素
化

の
取

組
を

推
進

す
る

。
 

対
象

設
備

・
条

件
 

【
設

備
】
 

・
再

エ
ネ

発
電

設
備

を
一

定
以

上
導
入

す
る

こ
と

。

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市
・

施
行

時
特

例
市

：
 １

M
W
以

上
、

そ
の

他
の

市
町

村
：

０
.
５

M
W
以
上

）

・
2
0
3
0
年

度
ま

で
に

事
務
事

業
の

電
力

消
費

に
伴
う

C
O
2
排

出
実
質

ゼ
ロ

を
達

成
す

る
こ

と

①
～

⑤
の

う
ち

２
つ

以
上

を
実

施
 （

①
又

は
②

は
必

須
）

①
屋

根
置

き
な

ど
自

家
消

費
型

の
太
陽

光
発

電
（

例
：

住
宅

の
屋

根
等
に

自
家

消
費

型
太

陽
光

発
電

設
備
を

設
置

す
る

事
業

）
※

②
地

域
共

生
・

地
域

裨
益

型
再

エ
ネ
の

立
地

 
（

例
：

未
利

用
地

、
た

め
池

、
廃

棄
物

最
終

処
分
場

等
 
を

活
用
し

、
再

エ
ネ

設
備

を
設

置
す

る
事

業
）

③
業

務
ビ

ル
等

に
お

け
る

徹
底

し
た
省

エ
ネ

と
改

修
時

 等
の

Z
E
B
化

誘
導

 （
例
：

新
築

・
改

修
予

定
の

業
務

ビ
ル

等
に

お
い

て
省

 
エ
ネ

設
備

を
大
規

模
に
導

入
す

る
事

業
）

④
住

宅
・

建
築

物
の

省
エ

ネ
性

能
等
の

向
上

 
（

例
：

Z
E
H
、

Z
E
H＋

、
既

築
住

宅
改

修
補
助

事
業
）

⑤
ゼ

ロ
カ

ー
ボ

ン
・

ド
ラ

イ
ブ

 
（
例

：
地

域
住

民
の

E
V
購

入
支

援
事
業

、
E
V
公

用
車

 
を

活
用

し
た

カ
ー

シ
ェ

ア
リ
ン

グ
事
業

）
※

申
請

者
 

地
方

公
共

団
体

等
（

令
和

７
年

度
か
ら

重
点

対
策

加
速

化
事

業
を
実

施
す

る
地

方
公

共
団

体
）

 

現
時

点
で

、
重

点
対

策
加

速
化

事
業
の

事
業

計
画

（
詳

細
は

「
６
.
事

業
計

画
の

様
式
等

」
を

確
認

す
る

こ
と

。）
が

受
理

さ
れ

て
い
な

い
地

方
公

共
団

体
（

都
道

府
県
、

市
区

町
村

、
一

部
事

務
組

合
及
び

広
域

連
合
）

に
限

る
。
 

補
助

金
の

交
付

額
 

【
補

助
率

】
 

２
/
３

 

【
補

助
上

限
額

】
 

都
道

府
県

：
１

５
億

円
/
計

画
、

 
指

定
都
市

、
中

核
市

、
施

行
時

特
例

市
：
１

２
億

円
/計

画
 
そ

の
他

市
区

町
村

：
１

０
億

円
/計

画
 

補
助

事
業

期
間

 
令

和
４

年
度

～
令

和
１
２

年
度

 

公
募

期
間
 

【
令

和
７

年
度

実
績

】
 

令
和

７
年

３
月

１
０

日
～

３
月

１
８
日

 

そ
の

他
 

複
数

年
度

に
わ

た
る

交
付

金
事

業
計
画

の
策

定
・

提
出

が
必

要
。（

計
画

に
位

置
づ

け
た

事
業

は
年

度
間

調
整

及
び

事
業

間
調
整

が
可

能
）
 

各
種

設
備

整
備

・
導

入
に

係
る

調
査
・

設
計

等
や

設
備

設
置

に
伴
う

付
帯

設
備

等
は

対
象

に
含

む
。
 

採
択

団
体

の
事

務
事

業
に

係
る

進
捗
状

況
や

区
域

施
策

に
係

る
C
O
2
削
減

状
況

に
つ

い
て

、
毎

年
、
環

境
省

HP
で

公
表

す
る
。

 

交
付

金
事

業
に

つ
い

て
、

３
年

度
目
に

中
間

評
価

を
実

施
。

 

交
付

要
件

の
達

成
が

見
込

ま
れ

な
い
場

合
又

は
達

成
が

確
認

で
き
な

い
場

合
に

は
、

原
則

、
交

付
金
返

還
を

求
め

る
 

※
再

エ
ネ

と
セ

ッ
ト

で
E
V
等
を

導
入

す
る
場

合
に

限
る

。
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表
4
-4
-2
 
補
助
金
の
詳
細
（
３
/５

）
 

補
助

制
度

名
 

〈
環

境
省

〉
民

間
企

業
等

に
よ

る
再
エ

ネ
の

導
入

及
び

地
域

共
生
加

速
化

事
業

（
３

－
１

）
 

（
１

）
ス

ト
レ

ー
ジ

パ
リ

テ
ィ

の
達
成

に
向

け
た

太
陽

光
発

電
設
備

等
の

価
格

低
減

促
進

事
業

（
経
済

産
業

省
連

携
事

業
）

 

事
業

目
的
 

初
期

費
用

ゼ
ロ

で
の

自
家

消
費

型
の
太

陽
光

発
電

設
備

・
蓄

電
池
の

導
入

支
援

等
を

通
じ

て
、

主
に
蓄

電
池

の
価

格
低

減
を

促
進

し
な
が

ら
ス

ト
レ

ー
ジ

パ
リ

テ
ィ

を
達
成

し
、

我
が
国

の
再

エ
ネ

の
最

大
限

導
入
と

防
災

性
強

化
を

図
る

。
 

対
象

設
備

・
条

件
 

・
ス

ト
レ

ー
ジ

パ
リ
テ

ィ
の

達
成

に
向

け
た

太
陽

光
発

電
設

備
等

の
価

格
低
減

促
進

事
業
：
業

務
用

施
設
・
産

業
用

施
設
・
集

合
住

宅
・
戸

建
住

宅
へ

の
自

家
消

費
型

の
太

陽
光

発
電
設

備
及

び
蓄

電
池
（
車

載
型
蓄

電
池

を
含

む
）
の
導

入
支
援

を

行
う

。
 

※
蓄

電
池

も
し

く
は

、
車

載
型

蓄
電
池

の
導

入
は

必
須

。
 

※
太

陽
光

発
電

の
発

電
電

力
を

系
統
に

逆
潮

流
し

な
い

も
の

に
限

る
（
た

だ
し

、
戸

建
住

宅
は

逆
潮

流
可
）

 

・
ス

ト
レ

ー
ジ

パ
リ

テ
ィ

達
成

に
向
け

た
課

題
分

析
・

解
決

手
法

調
査
検

討
事

業
：

ス
ト

レ
ー

ジ
パ

リ
テ
ィ

達
成

に
向

け
た

課
題

分
析

・
解
決

手
法

に
係
る

調
査

検
討

を
行

う
。

 

【
設

備
】
 

①
太

陽
光

発
電

シ
ス

テ
ム

 

②
定

置
用

蓄
電

池
（

業
務

・
産

業
用
）

 

③
定

置
用

蓄
電

池
（

家
庭

用
）

 

④
車

載
型

蓄
電

池
 

⑤
充

放
電

設
備

（
公

共
施

設
・

災
害
拠

点
）
 

⑥
充

放
電

設
備

（
公

共
施

設
・

災
害
拠

点
以

外
）
 

【
条

件
】
 

・
太

陽
光

発
電

設
備

の
設

置
と

と
も
に

、
定

置
用

蓄
電

池
ま

た
は
車

載
型

蓄
電

池
を

必
ず

導
入

す
る
こ

と
。

 

・
本

補
助

事
業

で
導

入
す

る
太

陽
光
発

電
設

備
ま

た
は

蓄
電

池
（
定

置
用

ま
た

は
車

載
型

）
に

よ
り
、

非
常

時
（

停
電

時
）

に
対

象
施
設

で
必

要
な

最
低

限
の

電
力

を
供
給

で
き

る
こ
と

。
 

・
本

補
助

事
業

に
よ

る
温

室
効

果
ガ

ス
（

C
O
₂）排出

削
減
効

果
（

以
下
「

環
境

価
値

」
と

い
う
）
が

需
要

家
に

帰
属
す

る
こ
と

。
オ

ン
サ

イ
ト

P
P
A
モ

デ
ル

の
場

合
は

、
本

補
助
事

業
に

よ
る
環

境
価

値
の

う
ち

、
需

要
家
に

供
給

し
た

電
力

量
に
紐

付
く

環
境

価
値

は
需

要
家

に
帰

属
さ
せ

る
こ

と
。
 

・
補

助
対

象
設

備
の

法
定

耐
用

年
数
が

経
過

す
る

ま
で

、
本

補
助
事

業
に

よ
り

取
得

し
た

環
境

価
値
に

つ
い

て
カ

ー
ボ

ン
・

ク
レ

ジ
ッ
ト

と
し

て
登

録
を

行
わ

な
い

こ
と
。

 

・
応

募
時

に
、

設
備

の
設

置
場

所
、
補

助
事

業
者

（
代

表
申

請
者
お

よ
び

共
同

申
請

者
）
、

お
よ

び
需

要
家

が
確
定

し
て

い
る
こ

と
。
 

・
本

補
助

事
業

の
実

施
に

あ
た

り
、
関

係
法

令
お

よ
び

基
準

（
需
要

地
が

所
在

す
る

都
道

府
県

お
よ
び

市
区

町
村

が
定

め
る

条
例

を
含
む

）
を

遵
守

す
る

こ
と

。
 

・
補

助
対

象
設

備
は

商
用

化
さ

れ
た
も

の
で

あ
り

、
導

入
実

績
が
あ

る
こ

と
。
 

・
本

補
助

事
業

の
実

施
に

必
要

な
資
金

を
有

す
る

、
ま

た
は

資
金
調

達
が

で
き

る
こ

と
。

 

・
本

補
助

事
業

の
実

施
に

必
要

な
体
制

が
構

築
さ

れ
て

い
る

こ
と
。

 

・
国

（
環

境
省

・
経

済
産

業
省

な
ど
）

か
ら

の
他

の
補

助
金

・
交
付

金
を

同
一

設
備

に
対

し
て

併
用
す

る
も

の
で

な
い

こ
と

。
 

・
本

補
助

事
業

の
進

捗
上

、
許

認
可
や

権
利

関
係

の
調

整
に

問
題
が

な
い

こ
と

。
調

整
を

要
す

る
場
合

、
当

該
調

整
が

本
補

助
事

業
の
実

施
に

影
響

を
与

え
る

こ
と

が
な
い

よ
う

に
す
る

こ
と

。
 

申
請

者
 

補
助

事
業

者
（

代
表

申
請

者
お

よ
び
共

同
申

請
者

）
は

い
ず

れ
も
日

本
国

内
に

お
い

て
事

業
活

動
を
営

ん
で

お
り

、
以

下
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

必
要

が
あ

る
※

１
 

(
ア

)
 
民

間
企

業
（

株
式

会
社
、

有
限

会
社
、

合
名

会
社

、
合

資
会

社
、

合
同
会

社
、

相
互

会
社

）
 

(
イ

)
 
個

人
事

業
主

（
青

色
申
告

）
 

(
ウ

)
 
独

立
行

政
法

人
通

則
法
（

平
成

 
1
1
 年

 
7 
月

 
1
6
 
日
法

律
第
 
1
0
3 
号

）
第

 
2
 
条
第

 
1
 項

に
規

定
す

る
独

立
行

政
法

人
 

(
エ

)
 
地

方
独

立
行

政
法

人
法
（

平
成

 
1
5
 年

 
7 
月

 
1
6
 
日
法

律
第
 
1
1
8 
号

）
第

 
2
1
 条

第
 
3
 
号

チ
に

規
定

さ
れ

る
業
務

を
行
う

地
方

独
立

行
政

法
人

 

(
オ

)
 
国

立
大

学
法

人
、

公
立
大

学
法

人
お
よ

び
学

校
法

人
 

(
カ

)
 
社

会
福

祉
法

（
昭

和
 2
6
 
年

 
3
 
月

 2
9
 日

法
律

第
 
45
 
号

）
第

 
22
 
条

に
規

定
す
る

社
会
福

祉
法

人
 

(
キ

)
 
医

療
法

（
昭

和
 2
3
 年

 
7
 
月

 
3
0
 日

法
律

第
 
2
0
5
 
号

）
第

 
3
9
 
条

に
規

定
す

る
医

療
法

人
 

(
ク

)
 
特

別
法

の
規

定
に

基
づ
き

設
立

さ
れ
た

協
同

組
合

・
認

可
法

人
な

ど
 

(
ケ

)
 
一

般
社

団
法

人
・

一
般
財

団
法

人
お
よ

び
公

益
社

団
法

人
・

公
益

財
団
法

人
 

(
コ

)
 
そ

の
他

環
境

大
臣

の
承
認

を
得

て
機
構

が
適

当
と

認
め

る
者
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補
助

金
の

交
付

額
 

【
補

助
率

】
 

間
接

補
助

事
業

（
太

陽
光

発
電

設
備
：

定
額

※
２

、
蓄

電
池

：
定
額

※
３

、
充

放
電

設
備

：
機

器
費
（

１
/
２

ま
た

は
１

/
３

）
及

び
設

置
工
事

費
（

定
額

）
※

４
 

【
補

助
上

限
額

】
 

太
陽

光
発

電
設

備
：

２
０

０
０

万
円
、

定
置

用
蓄

電
池

、
車

載
型
蓄

電
池

、
充

放
電

設
備

の
合

計
：
１

０
０

０
万

円
（

補
助

対
象

経
費
の

１
／

３
））

 

補
助

事
業

期
間

 
単

年
度

で
の

実
施

 

公
募

期
間
 

【
令

和
７

年
度

実
績

】
 

一
次

公
募

：
令

和
７

年
３

月
３

１
日
～

４
月

２
５

日
 

二
次

公
募

：
令

和
７

年
６

月
５

日
～
７

月
４

日
 

そ
の

他
 

本
補

助
事

業
の

期
間

は
単

年
度

 

※
1
補
助

事
業

者
（

代
表

申
請

者
、

共
同
申

請
者

）
と

需
要

家
（

共
同

事
業
者

）
の

全
員

が
次

の
①

～
③

を
全
て

満
た

す
者
で

あ
る

こ
と

。
 

 
①

直
近
の

3
決
算

期
に

お
い

て
、
連

続
し

て
税

引
後

当
期

純
損
失

を
計

上
し

て
い

な
い

こ
と

。
具
体

的
に

は
、

以
下

の
い

ず
れ

か
に
該

当
す

れ
ば

、
本

要
件

を
満

た
す
者

 

 
 

・
3
決
算

期
の

財
務

諸
表

を
提

出
し
た

場
合

は
、

3
期

連
続
で

税
引

後
当

期
純

損
失

を
計
上

し
て

い
な

い
こ

と
。

 

 
 

・
設

立
間

も
な

い
法

人
で

、
直
近

の
2
決

算
期
の

財
務

諸
表
を

提
出

し
た

場
合

は
、

2
期

連
続

で
税

引
後
当

期
純

損
失
を

計
上

し
て

い
な

い
こ

と
。
 

 
 

・
設

立
間

も
な

い
法

人
で

、
直
近

の
1
決

算
期
の

財
務

諸
表
を

提
出

し
た

場
合

は
、

1
期

に
お

い
て

税
引
後

当
期

純
損
失

を
計

上
し

て
い

な
い

こ
と
。

 

②
直

近
の

決
算

期
に

お
い

て
、

自
己
資

本
（

純
資

産
）

が
赤

字
（

債
務
超

過
）

で
な

い
こ

と
。

 

③
直

近
の

決
算

期
に

お
い

て
、

自
己
資

本
比

率
が

10
%
以

上
で

あ
る

こ
と

、
ま

た
は

流
動

比
率

が
10

0%
以

上
で

あ
る

こ
と
。

 
・

自
己

資
本

比
率
は

「
自

己
資

本
（

純
資

産
）

÷
総
資

産
×

1
0
0」

と
い

う
計

算
式

で
算

定
。

 

 
・

流
動

比
率

は
「

流
動

資
産

÷
流
動

負
債

×
1
0
0
」

と
い

う
計

算
式

で
算

定
。
 

※
２

太
陽

光
発

電
設

備
：

４
万

円
/
kW
。

た
だ

し
、
オ

ン
サ

イ
ト

 
P
P
A
 モ

デ
ル

ま
た

は
リ
ー

ス
モ
デ

ル
の

場
合

は
５

万
円

/
k
W、

戸
建

て
住

宅
に

限
り
７

万
円
/
k
W
。
 

※
３

定
置

用
蓄

電
池

：
４

万
円

/
k
W
h（

業
務

・
産

業
用

）、
４

.
５

万
円

/
k
W
h（

家
庭

用
）
（

定
置

用
蓄

電
シ

ス
テ
ム

の
目

標
価
格

に
１

/
３

を
乗

じ
て

得
た

額
）
 

 
 

車
載

型
蓄

電
池

：
蓄

電
池

容
量
[
k
W
h
]
の

１
/
２
に

４
万

円
を
乗

じ
て

得
た

額
。

最
新

の
CE
V
補
助

金
の

「
銘

柄
ご

と
の

補
助

金
交
付

額
」

を
上

限
額

と
す

る
。

 

※
４

充
放

電
設

備
：

公
共

施
設

・
災
害

拠
点

に
あ

っ
て

は
、

機
器
費

１
/
２

（
最

新
の

CE
V
 
補
助

金
の

「
銘

柄
ご

と
の

補
助

金
交

付
額

」
を

上
限

額
と

す
る
）

お
よ

び
設

置
工

事
費

は
１
基

あ
た

り
、

９
５

万
円

 

公
共

施
設

・
災

害
拠

点
以

外
に

あ
っ
て

は
、

機
器

費
１

/３
（

最
新

の
CE
V
 
補

助
金

の
「

銘
柄

ご
と

の
補

助
金

交
付

額
」

を
上
限

額
と

す
る

）
お

よ
び

設
置
工

事
費

は
１

基
あ

た
り

、
１

５
万
円
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補
助

制
度

名
 

〈
環

境
省

〉
民

間
企

業
等

に
よ

る
再
エ

ネ
の

導
入

及
び

地
域

共
生
加

速
化

事
業

（
３

－
２

）
 

(
２

)
設

置
場

所
の

特
性

に
応
じ

た
再

エ
ネ
導

入
・

価
格

低
減

促
進

事
業

（
一
部

 農
林

水
産

省
・
経

済
産

業
省

 
連

携
事

業
）

事
業

目
的
 

・
再

エ
ネ

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

を
有

効
活
用

す
る

た
め

、
地

域
と

の
共
生

を
前

提
と

し
た

上
で

、
設

置
場
所

の
特

性
に

応
じ

た
太

陽
光

発
電
設

備
の

導
入

・
価

格
低

減
を

促
進
す

る
。

・
地

域
の

特
性

に
応

じ
た

、
再

エ
ネ
熱

利
用

、
工

場
廃

熱
利

用
等
を

支
援

し
、

価
格

低
減

を
促

進
す
る

。

・
2
0
5
0
年

カ
ー

ボ
ン

ニ
ュ
ー

ト
ラ

ル
の

実
現

を
見

据
え

、
民

生
部
門

電
力

ゼ
ロ

に
加

え
た

先
行
モ

デ
ル

と
し

て
、

熱
分

野
で

の
C
O
2
ゼ
ロ

に
向

け
た

モ
デ

ル
創

出
等
を

支
援

し
、

熱
の

脱
炭

素
化

を
推
進

す
る

。

対
象

設
備

・
条

件
 

①
地

域
共

生
型

の
太

陽
光

発
電

設
備
の

導
入

促
進

事
業

生
物

多
様

性
等

の
自

然
環

境
に

も
配
慮

し
、

営
農

地
・

水
面

等
を

活
用
し

た
太

陽
光

発
電

に
つ

い
て

、
コ
ス

ト
要

件
（

※
）

を
満

た
す

場
合
に

、
設

備
等
導

入
の

支
援

を
行

う
。

②
建

物
等

に
お

け
る

太
陽

光
発

電
の
新

た
な

設
置

手
法

活
用

事
業
＜

略
称

：
ソ

ー
ラ

ー
カ

ー
ポ

ー
ト
等

事
業

＞

駐
車

場
を

活
用

し
た

太
陽

光
発

電
（
ソ

ー
ラ

ー
カ

ー
ポ

ー
ト

等
）

及
び
充

電
設

備
に

つ
い

て
、

設
備

等
導
入

の
支

援
を

行
う

。

③
窓

、
壁

等
と

一
体

と
な

っ
た

太
陽
光

発
電

の
導

入
加

速
化

支
援
事

業

住
宅

・
建

築
物

の
再

エ
ネ

ポ
テ

ン
シ
ャ

ル
を

最
大

限
引

き
出

し
、

太
陽
光

発
電

設
備

の
導

入
を

促
進

す
る
た

め
、

窓
、

壁
等

の
建

材
と

一
体
型

の
太

陽
光
発

電
設

備
の

導
入

を
支

援
す
る

。

④
再

エ
ネ

熱
利

用
・

工
場

廃
熱

利
用
等

の
価

格
低

減
促

進
事

業

地
域

の
特

性
に

応
じ

た
、

(
a)
再

エ
ネ

熱
利

用
・
自

家
消

費
型

再
エ

ネ
発

電
（

太
陽
光

発
電

除
く
）
、

(b
)
工

場
廃

熱
利
用

、
の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

取
組

に
対
し

、
コ

ス
ト

要
件

（
※

１
）

を
満
た

す
場

合
に

、
設

備
導

入
支

援
等
を

行
う

。

⑤
地

域
に

お
け

る
脱

炭
素

化
先

行
モ
デ

ル
創

出
事

業

熱
分

野
で

の
C
O
2
ゼ

ロ
に

向
け

た
、
複

数
施

設
に

お
け
る

C
O
2
の

削
減

や
、
地

域
に

お
け

る
熱
融

通
等

を
推

進
す

る
先

行
的
な

取
組

に
つ

い
て

、
そ

の
計
画

策
定

や
設

備
等

導
入

を
支

援
す
る

。

申
請

者
 

(
ア

)
 
民

間
企

業

(
イ

)
 
個

人
事

業
主

(
ウ

)
 
地

方
公

共
団

体

(
エ

)
 
独

立
行

政
法

人
通

則
法
（

平
成

 
1
1
 年

法
律

第
 
1
0
3
 号

）
第
 
2
 
条

第
 
1
 
項

に
規
定

す
る
独

立
行

政
法

人

(
オ

)
 
地

方
独

立
行

政
法

人
法
（

平
成

 
1
5
 年

法
律

第
 
1
1
8
 号

）
第
 
2
1
 条

第
 
3
 号

チ
に

規
定

さ
れ

る
業

務
を

行
う

地
方

独
立

行
政

法
人

(
カ

)
 
国

立
大

学
法

人
、

公
立
大

学
法

人
お
よ

び
学

校
法

人

(
キ

)
 
社

会
福

祉
法

（
昭

和
 2
6
 
年

法
律

第
 
4
5
 号

）
第

 
2
2 
条

に
規

定
す

る
社

会
福

祉
法

人

(
ク

)
 
医

療
法

（
昭

和
 2
3
 年

法
律

第
 
2
0
5 
号

）
第

 
3
9
 
条
に

規
定
す

る
医

療
法

人

(
ケ

)
 
特

別
法

の
規

定
に

基
づ
き

設
立

さ
れ
た

協
同

組
合

・
認

可
法

人
等

(
コ

)
 
一

般
社

団
法

人
・

一
般
財

団
法

人
お
よ

び
公

益
社

団
法

人
・

公
益

財
団
法

人

(
サ

)
 
地

域
に

お
け

る
温

泉
の
管

理
や

配
湯
を

行
う

組
合

(
シ

)
 
事

業
者

の
組

織
す

る
団
体

(
ス

)
 
そ

の
他

大
臣

の
承

認
を
得

て
協

会
が
適

当
と

認
め

る
者

※
事

業
に
よ

り
一

部
対

象
が

異
な

り
ま

す
。

補
助

金
の

交
付

額
 

【
補

助
率

】
 

①
１

/
２

（
補

助
金
の

上
限

は
１

億
５

,
０

０
０

万
円

）

②
太

陽
光

発
電

設
備

：
定
額

 ８
万

円
/
k
W
×
パ

ワ
ー

コ
ン

デ
ィ
シ

ョ
ナ
ー

の
定

格
出

力
の

合
計

値
（
k
W
）

定
置

用
蓄

電
池
：

業
務

・
産

業
用

 
3.
9
万
円
/
kW
h
×
蓄
電
池
容
量

の
合
計
値
（
kW
h）

家
庭

用
 4
.1

万
円
/k
Wh
×
蓄
電

池
容
量
の
合
計
値
（
kW
h
）
 

車
載

型
蓄
電

池
：
定

額
 2

万
円

/
kW
h×

蓄
電
容
量

(k
Wh
)
 
 

 
 

充
放

電
設

備
（

公
共

施
設

ま
た
は

災
害

拠
点

）：
機
器

費
１

/
２

お
よ

び
設

置
工

事
費
定

額
（
上

限
は

95
万

円
/
基

）
 

充
放

電
設

備
（

公
共

施
設

ま
た

は
災

害
拠

点
以
外

）：
機

器
費

１
/３

お
よ

び
設

置
工

事
費
定

額
（
上

限
は

15
万
円

/
基
）

 

充
電

設
備

：
機

器
費

１
/
２

お
よ

び
設
置

工
事

費
 
定

額
 

③
窓

と
一

体
と

な
っ

た
太
陽

光
発

電
設
備

：
補

助
率

 ５
分
の

３
（

上
限

額
は

各
年

度
5
,
00
0
万

円
。
）

壁
等

と
一

体
と

な
っ

た
太

陽
光

発
電

設
備

：
補
助

率
 
２

分
の

１
（

上
限
額

は
各

年
度

3,
0
0
0
万

円
。
）

※
２

つ
の

区
分

の
設

備
を

合
わ

せ
て

導
入

す
る
場

合
、

そ
れ

ぞ
れ
の

区
分

の
補

助
率

及
び

上
限
額

を
適

用
し

、
そ

の
合

計
額

を
交
付

額
。

２
つ

の
区

分
で

共
用

す
る
設

備
を

導
入

す
る

場
合

、
当

該
設
備

は
上

述
の
（

２
）

と
し

て
取

り
扱

う
。
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④
（

１
）

設
備

等
導

入
事
業

Ａ
 
補

助
率

 
３
分

の
１

（
上

限
は

1
 億

円
）

※
２

（
２

）
設

備
等

導
入

事
業

Ｂ
 
補

助
率

 
２
分

の
１

（
上

限
は
各

年
度

1
 億

円
）

（
３

）
設

備
等

導
入

事
業

Ｃ
 
補

助
率

 
２
分

の
1
（
上

限
は

各
年

度
１

億
円

）

⑤
（

１
）

計
画

策
定

事
業
 
補
助

率
 
４

分
の
３

（
上

限
は

、
１
，

０
０
０

万
円

）

（
２

）
設

備
等

導
入

事
業

 補
助

率
 
熱

分
野

モ
デ

ル
の

場
合
３

分
の
２

（
上

限
は

、
各

年
度

３
億
円

）
 
熱

融
通

モ
デ

ル
の

場
合
３

分
の

２
（

上
限

は
、

各
年
度

１
億

円
）

補
助

事
業

期
間

 
①

単
年

度
で

の
実

施

②
単

年
度

で
の

実
施

③
原

則
と

し
て

単
年

度
（
た

だ
し

、
単
年

度
で

の
実

施
が

困
難

な
事
業

に
つ

い
て

は
、

補
助

事
業

の
期
間

を
複

数
年

度
（

最
大

３
か

年
）
と

す
る

こ
と

が
で
き

る
）

④
２

か
年

以
内

⑤
計

画
策

定
事

業
は

単
年
度

で
実

施
(原

則
と

し
て

、
本

計
画

策
定

後
３

年
以

内
に

設
備

導
入

を
完
了

す
る

こ
と

)

設
備

等
導

入
事

業
は

３
か

年
以

内

単
年

度
の

場
合

、
実

施
期

間
は

、
交
付

決
定

を
受

け
た

日
か

ら
当
該

年
度

の
１

月
３

１
日

ま
で

 

実
施

期
間

：
令

和
６

年
度

～
令

和
１
１

年
 

公
募

期
間
 

【
令

和
７

年
度

実
績

】
 

①
一

次
公

募
：

令
和

７
年
４

月
８

日
～
５

月
８

日
、

 
 

二
次

公
募
：

令
和

７
年

６
月

１
０

日
～

７
月
８

日
 

②
一

次
公

募
：

令
和

７
年
５

月
８

日
～
６

月
５

日
、

 
 

二
次

公
募
：

令
和

７
年

６
月

２
５

日
～

７
月
１

５
日

 

③
一

次
公

募
：

令
和

７
年
５

月
１

日
～
５

月
２

９
日

、
 

二
次

公
募
：

令
和

７
年

６
月

２
６

日
～

７
月
２

４
日

④
一

次
公

募
：

令
和

７
年
４

月
３

日
～
５

月
８

日
、

 
 

二
次

公
募
：

令
和

７
年

６
月

５
日

～
７

月
３
日

 

⑤
一

次
公

募
：

令
和

７
年
４

月
２

４
日
～

５
月

２
９

日
、

二
次

公
募
：

令
和

７
年

６
月

１
２

日
～

７
月
１

０
日

そ
の

他
 

※
１

 
コ

ス
ト

要
件

は
本

補
助

金
を

受
け

る
こ

と
で

導
入

費
用

が
最

新
の

調
達
価

格
等

算
定

委
員

会
の

意
見

に
掲
載

さ
れ

て
い
る

同
設

備
が

整
理

さ
れ

る
電
源
・

規
模

等
と

同
じ
分

類
の
資

本
費

に
係

る
調

査
結

果
を

踏
ま
え

て
設

定
し

た
値

を
下
回

る

も
の

に
限

る
。
 

※
２

 
２

か
年

で
実

施
す

る
場
合

は
、

２
か
年

の
合

計
金

額
の

上
限

額
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補
助

制
度

名
 

〈
環

境
省

〉
民

間
企

業
等

に
よ

る
再
エ

ネ
の

導
入

及
び

地
域

共
生
加

速
化

事
業

（
３

－
３

）
 

（
３

）
離

島
の

脱
炭

素
化

等
推

進
事
業

 

事
業

目
的
 

離
島

に
お

い
て
、
バ
イ

オ
マ

ス
発

電
や

風
力

発
電

等
の

再
エ

ネ
設

備
や

需
要
側

設
備

の
群

単
位

の
管

理
・
制
御

技
術

を
社

会
実

装
し

な
が

ら
、
離
島

全
体
で

の
再

エ
ネ

自
給

率
の

向
上

さ
せ
る

こ
と

で
、
離
島

の
脱
酸

素
化

に
向

け
た

取
組

を
促
進

す

る
。

 

対
象

設
備

・
条

件
 

①
 
離

島
の

脱
炭

素
化

に
向
け

た
運

転
制
御

設
備

の
導

入
に

向
け

た
計
画

策
定

を
行

う
事

業
「

離
島

脱
酸
素

化
計

画
策

定
事

業
」

 
②

 
離

島
に

お
い

て
、

再
生
可

能
エ

ネ
ル
ギ

ー
発

電
設

備
や

需
要

側
設
備

を
群

単
位

で
管

理
・

制
御

す
る
た

め
の

オ
フ

サ
イ

ト
か

ら
運

転
制
御

可
能

な
需

要
側
設

備
・

シ
ス

テ
ム

等
の

導
入
を

行
う

事
業

「
離

島
脱

炭
素
化

設
備

導
入

事
業

」
 

【
設

備
】
 

離
島

※
１

に
設

置
す

る
以

下
の

も
の
 

a
 
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

発
電

設
備
※

２
 

ｂ
 
定

置
用

蓄
電
池

※
３

 

ｃ
 
充

放
電

設
備
※

４
 

ｄ
 
充

電
設

備
 
※
５

 

ｅ
 
車

載
型

蓄
電
池

（
電

気
自
動

車
、

プ
ラ
グ

イ
ン

ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド

自
動

車
）
※

６
 

ｆ
 
蓄

熱
槽

 
 

ｇ
 
Ｅ

Ｍ
Ｓ

（
エ
ネ

ル
ギ

ー
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
）

※
５

 

ｈ
 
通

信
・

制
御
機

器
 

ｉ
 
同

期
発

電
設
備

 

ｊ
 
オ

フ
サ

イ
ト
か

ら
運

転
制
御

可
能

な
需
要

側
設

備
（

発
動

機
、

給
湯

器
等
調

整
力

強
化

に
資

す
る

需
要

側
の
設

備
）

 

ｋ
 
エ

ネ
ル

ギ
ー
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト

に
資

す
る
設

備
及

び
設

備
同

士
を

結
ぶ

自
営
線

・
熱

導
管

等
 

 

【
条

件
】
 

ア
 
導

入
す

る
再
生

可
能

エ
ネ
ル

ギ
ー

発
電
設

備
（

太
陽

光
発

電
以

外
の

再
生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

発
電

設
備

の
導
入

が
必

須
）、

需
要

側
設

備
は

そ
れ

ぞ
れ

１
つ

以
上

あ
り

、
導

入
す

る
設

備
は

す
べ

て
群
と

し
て

管
理
・

制
御

す
る

こ
と

。
 

イ
 
系

統
に

接
続
す

る
太

陽
光
発

電
設

備
、
又

は
風

力
発

電
設

備
を

対
象

と
す
る

場
合

は
、

オ
フ

サ
イ

ト
（

指
令
を

受
け

取
る
建

物
又

は
施

設
と

異
な

る
建
物

）
か

ら
出

力
抑

制
の

運
転

制
御
が

可
能

な
シ

ス
テ

ム
で

あ
る

こ
と
。

 

ウ
 
需

要
側

設
備
は

、
オ

フ
サ
イ

ト
（

指
令
を

受
け

取
る

建
物

と
異

な
る

建
物
）

か
ら

運
転

制
御

可
能

な
シ

ス
テ
ム

で
あ

る
こ
と

。
 

エ
 
事

業
の

実
施
体

制
(事

業
の

実
施
者

又
は

共
同

事
業

者
)
に

Ｅ
Ｓ

Ｃ
Ｏ

事
業
者

や
エ

ネ
ル

ギ
ー

サ
ー

ビ
ス

事
業
者

等
の

い
わ
ゆ

る
「

運
転

制
御

を
行

う
者
」

を
組

み
込

む
こ

と
。

 

オ
 
再

エ
ネ

発
電
量

及
び

エ
ネ
ル

ギ
ー

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
に

よ
る

制
御

実
績

を
記
録

・
集

計
の

上
、

報
告

で
き

る
こ
と

。
 

カ
 
本

事
業

に
よ
っ

て
得

ら
れ
る

環
境

価
値
の

う
ち

、
需

要
家

に
供

給
を

行
っ
た

電
力

量
に

紐
付

く
環

境
価

値
を
需

要
家

に
帰
属

さ
せ

る
も

の
で

あ
る

こ
と
。

 

キ
 
再

生
可

能
エ
ネ

ル
ギ

ー
電
気

の
利

用
の
促

進
に

関
す

る
特

別
措

置
法
（

平
成

２
３

年
法

律
第
１

０
８

号
。
以
下
「
再

エ
ネ

特
措

法
」
と

い
う

。
）
に

基
づ

く
固

定
価

格
買

取
制

度
（

以
下
「

F
I
T
」
と
い

う
。
）
の
認

定
又
は

FI
P（

F
e
e
d
 i
n
 P
re
m
i
u
m）

制
度

の
認

定
を

取
得

し
な

い
こ

と
。
 

ク
 
電

気
事

業
法
第

２
条

第
１
項

第
５

号
ロ
に

定
め

る
接

続
供

給
（

自
己

託
送
）

を
行

わ
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と
。

 

ケ
 
二

酸
化

炭
素
排

出
抑

制
に
効

果
が

あ
る
こ

と
。

 

コ
 
設

備
導

入
事
業

を
確

実
に
実

行
す

る
た
め

の
資

金
的

根
拠

等
を

有
す

る
こ
と

。
 

申
請

者
 

ア
 
民

間
企

業
 

イ
 
独

立
行

政
法
人

通
則

法
（
平

成
11
 
年

法
律

第
1
0
3
 
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

 

ウ
 
地

方
独

立
行
政

法
人

法
（
平

成
15
 
年

法
律

第
1
1
8
 
号

）
第

21
 
条

第
３

号
チ

に
規
定

さ
れ
る

業
務

を
行

う
地

方
独

立
行

政
法
人

 

エ
 
国

立
大

学
法
人

、
公

立
大
学

法
人

及
び
学

校
法

人
 

オ
 
社

会
福

祉
法
（

昭
和

2
6 
年

法
律

第
45
 
号

）
第

2
2
 条

に
規

定
す

る
社

会
福

祉
法

人
 

カ
 
医

療
法

（
昭
和

2
3
 
年
法

律
第

20
5
 号

）
第

3
9
 条

に
規

定
す
る

医
療

法
人
 

キ
 
特

別
法

の
規
定

に
基

づ
き
設

立
さ

れ
た
協

同
組

合
・

認
可

法
人

等
 

ク
 
一

般
社

団
法
人

・
一

般
財
団

法
人

及
び
公

益
社

団
法

人
・

公
益

財
団

法
人
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ケ
そ

の
他

環
境
大

臣
の

承
認
を

得
て

協
会
が

認
め

る
者

補
助

金
の

交
付

額
 

【
補

助
率

】
 

①
３

/
４

、
②

２
/３

（
車

載
型

蓄
電
池

に
つ

い
て

は
、

蓄
電

容
量
（

k
Wh
）

の
２

/
３

に
４

万
円

を
乗
じ

た
額

）

【
補

助
上

限
額

】
 

①
１

０
０

０
万

円
、

②
３

億
円

/
年

（
車

載
型

蓄
電
池

の
場

合
は

１
０

０
万

円
）

補
助

事
業

期
間

 
令

和
６

年
度

～
令

和
１
１

年
度

 

①
単

年
度

（
離

島
脱

炭
素
化

計
画

の
策
定

年
度

後
３

年
以

内
に

設
備
導

入
を

完
了

す
る

こ
と

。
)

②
原

則
と

し
て

、
単

年
度
（

た
だ

し
、
単

年
度

で
の

実
施

が
困

難
な
事

業
に

つ
い

て
は

、
補

助
事

業
の
期

間
を

複
数

年
度

（
最

大
３

か
年
）

と
す

る
こ

と
が
で

き
る

。

事
業

実
施

期
間

は
、

原
則

と
し

て
、
交

付
決

定
を

受
け

た
日

か
ら
当

該
年

度
の

１
月

末
日

ま
で

と
す
る

。
 

公
募

期
間
 

【
令

和
７

年
度

実
績

】
 

一
次

公
募

：
令

和
７

年
４

月
２

４
日
～

５
月

３
０

日
 

二
次

公
募

：
令

和
７

年
６

月
１

３
日
～

７
月

１
１

日
 

そ
の

他
 

※
１

 
離

島
と

は
電

気
事

業
法

に
お

い
て

離
島

と
な

る
区

域
。（

電
気
事

業
法

施
行

規
則

別
表

第
 
1 

参
照

）

※
２

 
ａ

の
再

生
可

能
エ

ネ
ル
ギ

ー
発

電
設
備

の
対

象
と

す
る

再
生

可
能

エ
ネ
ル

ギ
ー

は
、

以
下

の
も

の
と

す
る
。

太
陽

光
(
ソ
ー

ラ
ー

カ
ー

ポ
ー
ト

含
む
)
、
風

力
、
水

力
、
地

熱
、
太
陽

熱
、
大

気
中

の
熱

そ
の

他
自

然
界

に
存

す
る

熱
、
バ

イ
オ

マ
ス

(
依

存
率

が
発

電
量

ベ
ー

ス
で

６
０

％
以

上
)、

そ
の

他
化
石

燃
料

以
外

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

源
の
う

ち
、
永
続

的
に

利
用

で
き

る
も

の
。

 

※
３

 
定

置
用

蓄
電

池
や

蓄
熱
槽

は
、

再
エ
ネ

発
電

の
余

剰
電

力
を

活
用

し
、
平

時
の

自
家

消
費

率
の

向
上

に
資
す

る
適

切
な
容

量
で

あ
る

と
と

も
に

、
平
時

に
お

い
て

充
放

電
等

を
繰

り
返
す

こ
と

を
前

提
と

し
た

設
備

で
あ
る

こ
と

。

※
４

ｃ
、
ｄ

の
充

放
電

設
備

お
よ

び
充

電
設

備
に

つ
い

て
は

、
経

済
産

業
省

の
最

新
の
「

ク
リ

ー
ン

エ
ネ

ル
ギ

ー
自
動

車
の
普

及
促

進
に

向
け

た
充

電
･充

て
ん

イ
ン

フ
ラ

等
導

入
促

進
補

助
金

補
助

金
」（

以
下

、「
最

新
の

充
電

イ
ン

フ
ラ
補

助
金
」
）

の
以

下
の

表
に

記
載

の
銘

柄
に

限
る

。
 

充
放

電
設

備
：

最
新

の
充

電
イ

ン
フ

ラ
補

助
金

の
「（

別
表

 
1
）

銘
柄

ご
と

の
補

助
金

交
付

額
」

 

充
電

設
備

：
最

新
の

充
電

イ
ン

フ
ラ

補
助

金
の

「
補
助

対
象

充
電
設

備
型

式
一

表
」
 

な
お

、
当

該
設

備
に

つ
い

て
は

、
充

電
イ

ン
フ

ラ
補
助

金
と

の
併
用

は
で

き
な

い
。
 

※
５

ｅ
の

車
載

型
蓄

電
池

は
、
外
部

給
電

が
可

能
な

電
気
自

動
車
又

は
プ

ラ
グ

イ
ン

ハ
イ

ブ
リ
ッ

ド
自

動
車
（

経
済
産

業
省
の

最
新

の
「
ク

リ
ー

ン
エ

ネ
ル

ギ
ー

自
動

車
導

入
促

進
補

助
金

」（
以

下
「

Ｃ
Ｅ

Ｖ
補

助
金
」
と
い

う
。）

の
「

補
助

対
象

車
両

一
覧

」
の

銘
柄

に
限

る
。）

に
搭
載

さ
れ

て
い

る
蓄

電
池

で
、

通
信
・

制
御

機
器

、
充

放
電

設
備

と
併
せ

て
導

入
す

る
場
合

に
限

る
。
 

な
お

、
当

該
車

両
に

つ
い

て
は

、
Ｃ

Ｅ
Ｖ

補
助

金
と
の

併
用

は
で
き

な
い

。
 

※
６

 
オ

フ
サ

イ
ト

側
の

設
備
に

関
し

て
は
、

本
補

助
事

業
専

用
で

あ
る

こ
と
。

ソ
フ

ト
の

市
販

価
格

に
加

え
、

カ
ス

タ
マ

イ
ズ

費
の
開

示
を

求
め
る

。
（

新
規

開
発

費
は

認
め

な
い

。
）

オ
フ

サ
イ

ト
側

の
設

備
に

関
し

て
、

島
外

設
置

は
可
能

と
す

る
。
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補
助

制
度

名
 

〈
環

境
省

〉
民

間
企

業
等

に
よ

る
再
エ

ネ
の

導
入

及
び

地
域

共
生
加

速
化

事
業

（
３

－
４

）
 

（
４

）
新

手
法

に
よ

る
建

物
間

融
通
モ

デ
ル

創
出

事
業

事
業

目
的
 

民
間

企
業

等
に

よ
る

再
エ

ネ
設

備
や
需

要
側

設
備

に
関

し
て

T
P
O
モ

デ
ル

（
第

三
者

保
有

モ
デ

ル
）
を

活
用

し
た

平
時

の
省

C
O
2
と

災
害

時
の

避
難

拠
点

機
能

を
両

立
す
る

た
め

の
建
物

間
で

の
電

力
融

通
モ

デ
ル
創

出
・

普
及

促
進

を
支

援
す
る

。
 

対
象

設
備

・
条

件
 

①
TP

O
モ

デ
ル

に
よ

る
建

物
間
融

通
モ
デ

ル
創

出
事

業
に

向
け

た
計
画

策
定

を
行

う
事

業
「

TP
O

モ
デ

ル
計

画
策

定
事

業
」

省
Ｃ

Ｏ
２

と
災

害
時

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

確
保

が
可
能

と
な

る
、

建
物
間

電
力

融
通

に
係

る
、

以
下
の

要
件

を
全

て
満

た
す

設
備

導
入
計

画
（

以
下

「
本

計
画

」
と

い
う
。
）

の
策

定
を

行
う
事

業
※

１

②
TP

O
モ

デ
ル

に
よ

る
建

物
間
融

通
モ
デ

ル
創

出
事

業
に

お
い

て
設
備

等
導

入
を

行
う

事
業

「
TP

O
モ

デ
ル

設
備

導
入

事
業

」

T
P
O
モ
デ

ル
設

備
導

入
計

画
に

基
づ
き

、
複

数
の

建
物

間
（

需
要

場
所
間

）
で

電
力

融
通

を
行

い
、

平
時
で

の
省

CO
2
と

災
害

時
の

避
難

拠
点

を
両

立
さ
せ

る
取

り
組

み
を

支
援

す
る

事
業
で

あ
っ

て
、

下
記

の
要

件
を

全
て
満

た
す

も
の

。

【
設

備
】
 

ａ
 
再

生
可

能
エ
ネ

ル
ギ

ー
発
電

設
備

※
２
 

ｂ
 
エ

ネ
ル

ギ
ー
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト

に
資

す
る
設

備
及

び
設

備
同

士
を

結
ぶ

自
営
線

・
熱

導
管

等
（

自
営

線
地

中
化
の

た
め

の
設
備

含
む

）
※

３
 

ｃ
 
受

変
電

設
備
 

ｄ
 
定

置
用

蓄
電
池

 

ｅ
 
充

放
電

設
備

 ※
４
 

ｆ
 
充

電
設

備
 
※
４

 

ｇ
 
車

載
型

蓄
電
池

（
電

気
自
動

車
・

プ
ラ
グ

イ
ン

ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド

自
動

車
）
※

５
 

ｈ
 
Ｅ

Ｍ
Ｓ

（
エ
ネ

ル
ギ

ー
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
）
 

ｉ
 
通

信
・

制
御
機

器
 

ｊ
 
運

転
制

御
可
能

な
需

要
側
設

備
（

ヒ
ー
ト

ポ
ン

プ
を

活
用

し
た

給
湯

器
・
空

調
等

調
整

力
強

化
に

資
す

る
需
要

側
の

設
備
、

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン
設

備
等

）
 

ｋ
 
需

要
側

設
備
の

直
流

受
電
を

可
と

す
る
た

め
の

改
造

費
及

び
直

流
給

電
設
備

(直
流

に
す

る
た
め

の
改

造
費

含
む

) 

【
条

件
】
 

ア
本

事
業

に
お
け

る
「

需
要
場

所
」

と
は
、

電
気

事
業

法
施

行
規

則
第

三
条
第

２
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当
す

る
「

一
の
需

要
場

所
」

を
満

た
す

こ
と
。

イ
再

エ
ネ

発
電
設

備
及

び
蓄
電

池
を

導
入
す

る
こ

と
。

ウ
全

て
の

需
要
場

所
に

対
し
て

、
１

以
上
の

需
要

の
調

整
力

強
化

に
資

す
る
需

要
側

設
備

（
E
V、

ヒ
ー

ト
ポ

ン
プ

を
活

用
し
た

給
湯

、
空

調
、

冷
蔵

・
冷
凍

庫
、

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン
設

備
等

。
以

下
同

じ
。
）

を
導

入
す

る
こ

と
。

エ
導

入
す

る
全
て

の
設

備
は

T
P
O（

第
三

者
保

有
）

で
保

有
か

つ
、
適

切
な

仕
様

及
び

容
量

と
し

た
上
で

、
E
M
S
制

御
下
と

し
、

発
電

量
や

需
要

家
の

電
力
需

要
に

応
じ

て
、

統
合

的
に

Ｃ
Ｏ
２

削
減

効
果

を
得
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

オ
自

営
線

を
用
い

て
１

以
上
の

発
電

場
所
と

複
数

の
需

要
場

所
間

を
つ

な
ぎ
、

平
時

及
び

災
害

時
の

電
力

を
融
通

す
る

シ
ス
テ

ム
（

建
物

間
融

通
）

を
構
築

す
る

こ
と

。
（

発
電

場
所

と
需

要
場

所
は

同
一

で
も

可
）

カ
再

エ
ネ

発
電
設

備
が

発
電
し

た
電

力
は
、

当
該

需
要

場
所

内
で

消
費

し
た
上

で
、

そ
の

余
剰

を
建

物
間

融
通
す

る
こ

と
。

キ
当

該
再

エ
ネ
発

電
設

備
が
発

電
し

た
電
力

を
電

力
系

統
に

逆
潮

流
し

な
い
こ

と
。

ク
本

事
業

に
よ
っ

て
得

ら
れ
る

環
境

価
値
の

う
ち

、
需

要
家

に
供

給
を

行
っ
た

電
力

量
に

紐
付

く
環

境
価

値
を
需

要
家

に
帰
属

さ
せ

る
も

の
で

あ
る

こ
と
。

ケ
災

害
時

等
に
電

力
系

統
の
停

電
が

発
生
し

た
場

合
で

も
、

当
該

再
エ

ネ
発
電

設
備

が
発

電
し

た
電

力
を

電
力
需

要
施

設
に
供

給
可

能
で

あ
り

、
当

該
施
設

が
地

域
防

災
に

貢
献

す
る

も
の
で

あ
る

こ
と

。

コ
導

入
設

備
の
設

置
場

所
、
補

助
事

業
者
及

び
関

係
者

等
が

確
定

し
て

い
る
こ

と
。

サ
再

エ
ネ

発
電
量

及
び

エ
ネ
ル

ギ
ー

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
に

よ
る

制
御

実
績

を
記
録

・
集

計
の

上
、

報
告

で
き

る
こ
と

。

シ
再

エ
ネ

発
電
設

備
等

の
設
置

や
電

力
供
給

等
に

係
る

関
係

法
令

・
基

準
等
を

遵
守

す
る

こ
と

。
最

新
の

「
事
業

計
画

策
定
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
（
資

源
エ

ネ
ル

ギ
ー

庁
）

を
遵

守
し

、
適

切
な

事
業

実
施
の

た
め

に
必
要

な
措

置
を

と
る

こ
と

。

ス
再

生
可

能
エ
ネ

ル
ギ

ー
電
気

の
利

用
の
促

進
に

関
す

る
特

別
措

置
法

（
平
成

2
3
年

法
律

第
1
0
8
号
。

以
下

「
再

エ
ネ

特
措

法
」
と

い
う

。
）

に
基
づ

く
固
定

価
格

買
取

制
度

（
以

下
「
F
I
T」

と
い

う
。
）

の
認

定
又

は
F
I
P
(
F
e
e
d
 
in
 
P
re
m
i
u
m)

制
度

の
認

定
を

取
得

し
な

い
こ

と
。

セ
補

助
事

業
者
以

外
の

者
が
実

施
す

る
際
の

参
考

と
な

る
よ

う
、

環
境

省
が
本

補
助

事
業

を
通

じ
て

得
た

情
報
の

う
ち

、
＜
公

表
を

予
定

し
て

い
る

情
報
＞

に
定

め
る

情
報

に
つ

い
て

、
公
表

す
る

こ
と

に
同

意
し

て
い

る
こ
と

。

ソ
電

気
事

業
法
第

２
条

第
１
項

第
５

号
ロ
に

定
め

る
接

続
供

給
（

自
己

託
送
）

を
行

わ
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と
。

タ
定

量
的

な
エ
ネ

ル
ギ

ー
起
源

二
酸

化
炭
素

排
出

量
削

減
効

果
と

、
明

確
な
算

出
根

拠
を

有
す

る
こ

と
。
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申
請

者
 

ア
 
民

間
企

業
 

イ
 
独

立
行

政
法
人

通
則

法
（
平

成
１

１
年
法

律
第

１
０

３
号

）
第

２
条

第
１
項

に
規

定
す

る
独

立
行

政
法

人
 

ウ
 
地

方
独

立
行
政

法
人

法
（
平

成
１

５
年
法

律
第

１
１

８
号

）
第

２
１

条
第
３

号
チ

に
規

定
さ

れ
る

業
務

を
行
う

地
方

独
立
行

政
法

人
 

エ
 
国

立
大

学
法
人

、
公

立
大
学

法
人

及
び
学

校
法

人
 

オ
 
社

会
福

祉
法
（

昭
和

２
６
年

法
律

第
４
５

号
）

第
２

２
条

に
規

定
す

る
社
会

福
祉

法
人

 

カ
 
医

療
法

（
昭
和

２
３

年
法
律

第
２

０
５
号

）
第

３
９

条
に

規
定

す
る

医
療
法

人
 

キ
 
特

別
法

の
規
定

に
基

づ
き
設

立
さ

れ
た
協

同
組

合
・

認
可

法
人

等
 

ク
 
一

般
社

団
法
人

・
一

般
財
団

法
人

及
び
公

益
社

団
法

人
・

公
益

財
団

法
人
 

ケ
 
そ

の
他

環
境
大

臣
の

承
認
を

得
て

協
会
が

認
め

る
者
 

補
助

金
の

交
付

額
 

【
補

助
率

】
 

①
３

/
４

、
②

１
/３

（
地

方
公

共
団
体

と
災

害
時

に
お

け
る

拠
点
の

利
用

に
関

す
る

防
災

協
定

を
締
結

し
て

い
る

場
合

は
１

/
３
）

 

【
補

助
上

限
額

】
 

①
1
千
万

円
、

②
３

億
円
 

補
助

事
業

期
間

 
令

和
６

年
度

～
令

和
１
１

年
度

 

①
 
単

年
度

、
②

３
か

年
以
内

 
事

業
実

施
期

間
は
、

原
則

と
し

て
、
交

付
決

定
を

受
け

た
日

か
ら
当

該
年

度
の

１
月

末
日

ま
で

と
す
る

。
 

公
募

期
間
 

【
令

和
７

年
度

実
績

】
 

一
次

公
募

：
令

和
７

年
４

月
２

４
日
～

５
月

２
９

日
 

二
次

公
募

：
令

和
７

年
６

月
１

３
日
～

７
月

１
０

日
 

そ
の

他
 

※
1
 
本

計
画

策
定

事
業
を

行
っ

た
年
度

終
了

後
、

３
年

以
内

に
設
備

導
入

を
完

了
す

る
こ

と
。

導
入
が

完
了

で
き

な
い

場
合

は
、

交
付
し

た
補

助
金

の
一

部
又

は
全

部
に
相

当
す

る
額
を

納
付

さ
せ

る
場

合
が

あ
る
。

 

※
２

 
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー
は

、
太

陽
光
(
ソ

ー
ラ

ー
カ

ー
ポ

ー
ト

含
む

)
、
風

力
、
水

力
、
地

熱
、
太
陽

熱
、
大

気
中

の
熱

そ
の

他
自

然
界

に
存

す
る

熱
、
バ

イ
オ

マ
ス
（
依

存
率

が
発
電

量
ベ

ー
ス

で
６

０
％

以
上
）
、
そ

の
他

化
石

燃
料

 
以

外
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
源

の
う

ち
、

永
続

的
に

利
用

で
き

る
も
の

。
 

※
３

 
自

営
線

は
、

敷
設

済
の
自

営
線

が
あ
る

場
合

、
当

該
自

営
線

の
継

続
使
用

を
認

め
る

。
 

※
４

 
充

放
電

設
備

、
充
電

設
備

に
つ
い

て
は

、
経

済
産

業
省

の
最
新

の
「
ク

リ
ー

ン
エ
ネ

ル
ギ
ー

自
動

車
の

普
及

促
進

に
向
け

た
充

電
・
充

て
ん

イ
ン

フ
ラ

等
導

入
促

進
補

助
金

」（
以

下
、「

最
新

の
充

電
イ

ン
フ
ラ

補
助

金
」
）
の

以
下

の
表

に
記

載
の

銘
柄

に
限

る
。

 

（
充

放
電

設
備

）
最

新
の

充
電

イ
ン

フ
ラ

補
助

金
の
「

銘
柄

ご
と
の

補
助

金
交

付
額

」
 

（
充

電
設

備
）

 最
新
の

充
電
イ

ン
フ
ラ

補
助

金
の

「
補

助
対

象
充

電
設
備

型
式

一
覧

表
」

 

な
お

、
当

該
設

備
に

つ
い

て
は

、
充

電
イ

ン
フ

ラ
補
助

金
と

の
併
用

は
で

き
な

い
。
 

※
５

 
車

載
型

蓄
電

池
は

、
外

部
給

電
が

可
能

な
電

気
自

動
車

又
は
プ

ラ
グ

イ
ン

ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド
自

動
車

に
搭

載
さ

れ
て

い
る

蓄
電
池
（

経
済

産
業

省
の

最
新

の
「

ク
リ
ー

ン
エ

ネ
ル

ギ
ー

自
動

車
導

入
促

進
補

助
金

」（
以

下
、
最

新
の

C
EV

補
助

金
）

の
「
（

別
表
１

）
銘

柄
ご

と
の
補

助
金
交

付
額

」
の

銘
柄

に
限

る
。
）

で
、

通
信

・
制

御
機
器

、
充
放

電
設

備
を

、
併

せ
て

導
入
す

る
場

合
に

限
る

。
 

な
お

、
当

該
車

両
に

つ
い

て
は

、
C
EV

補
助

金
と

の
併

用
は

で
き

な
い
。
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補
助

制
度

名
 

〈
環

境
省

〉
民

間
企

業
等

に
よ

る
再
エ

ネ
の

導
入

及
び

地
域

共
生
加

速
化

事
業

（
３

－
５

）
 

（
５

）
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー

の
ゼ

ロ
エ
ミ

ッ
シ

ョ
ン

化
・

レ
ジ

リ
エ
ン

ス
強

化
促

進
事

業
（

一
部

総
務
省

・
農

林
水

産
省

・
経

済
産

業
省
連

携
事

業
）

 

事
業

目
的
 

デ
ジ

タ
ル

化
の

進
行

に
よ

り
、
I
C
T
活

用
に

よ
る

通
信

ト
ラ

フ
ィ

ッ
ク

及
び

電
力

消
費

量
の

激
増

が
予

見
さ
れ

る
中

、
2
0
5
0
年
カ

ー
ボ

ン
ニ

ュ
ー

ト
ラ

ル
を
達

成
す

る
に

は
、
徹
底

し
た
省

エ
ネ

を
行

い
な

が
ら

再
生

可
能
エ

ネ
ル

ギ
ー
を

1
0
0
％
活

用

す
る

ゼ
ロ

エ
ミ

ッ
シ

ョ
ン

・
デ

ー
タ
セ

ン
タ

ー
が

不
可

欠
と

な
る
。

 

再
エ

ネ
活

用
に

よ
る

災
害

時
の

継
続
能

力
向

上
等

の
レ

ジ
リ

エ
ン
ス

強
化

や
地

方
分

散
立

地
推

進
等
も

実
施

し
な

が
ら

、
デ

ジ
タ

ル
社
会

と
グ

リ
ー

ン
社

会
の

同
時

実
現
を

図
る

。
 

対
象

設
備

・
条

件
 

①
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー

新
設

支
援

事
業
（

地
域

の
再

生
可

能
エ

ネ
ル
ギ

ー
を

最
大

限
活

用
し

た
デ

ー
タ
セ

ン
タ

ー
の

新
設

に
必

要
な

再
エ
ネ

設
備

・
蓄

エ
ネ

設
備

の
導

入
及
び

空
調

設
備
等

の
省

CO
2
型

設
備
の

導
入
を

行
う

事
業

）
 

②
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー

改
修

支
援

事
業
（

既
存

デ
ー

タ
セ

ン
タ

ー
へ
の

再
エ

ネ
設

備
・

蓄
エ

ネ
設

備
の
導

入
及

び
空

調
設

備
等

の
省

C
O
2
型

設
備

へ
の

改
修

を
行

う
事

業
）
 

③
コ

ン
テ

ナ
型

デ
ー

タ
セ

ン
タ

ー
等
導

入
支

援
事

業
（

地
域

再
エ
ネ

の
効

果
的

・
効

率
的

活
用

に
資
す

る
コ

ン
テ

ナ
・

モ
ジ

ュ
ー

ル
型
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー

等
の

導
入

を
行
う

事
業

）
 

 【
設

備
】
 

①
ア

 
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー
の

使
用

に
係
る

設
備

※
１

、
※

２
及

び
そ

の
付
帯

設
備

 

イ
 
再

生
可

能
エ

ネ
ル
ギ

ー
の

変
動

調
整

機
能

※
１

、
※

３
及

び
そ
の

付
帯

設
備
（

パ
ワ

ー
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
、

電
線

、
変

圧
器

等
）
並

び
に

当
該

機
能

及
び

付
帯
設

備
を

制
御

、
運

用
す

る
た

め
に

必
要
な

機
器
及

び
設

備
（

計
測
機

器
、

安
全

対
策

機
器

等
）
 

ウ
 
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー
の

高
効

率
空

調
・

冷
却

に
係

る
設

備
及

び
そ

の
付

帯
設

備
 

エ
 
電

力
供

給
に

必
要
な

設
備

（
配

電
線

、
受

変
電

設
備

、
自

営
線

等
）

 

②
ア

 
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー
の

使
用

に
係
る

設
備

※
１

、
※

２
、

※
４

及
び
そ

の
付

帯
設

備
 

イ
 
再

生
可

能
エ

ネ
ル
ギ

ー
の

変
動

調
整

機
能

※
１

、
※

３
及

び
そ
の

付
帯

設
備
（

パ
ワ

ー
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
、

電
線

、
変

圧
器

等
）
並

び
に

当
該

機
能

及
び

付
帯
設

備
を

制
御

、
運

用
す

る
た

め
に

必
要
な

機
器
及

び
設

備
（

計
測
機

器
、

安
全

対
策

機
器

等
）
 

ウ
 
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー
の

高
効

率
空

調
・

冷
却

に
係

る
設

備
及

び
そ

の
付

帯
設

備
 

エ
 
電

力
供

給
に

必
要
な

設
備

（
配

電
線

、
受

変
電

設
備

、
自

営
線

等
）

 

③
ア

 
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー
使

用
に

係
る
設

備
※

１
、

※
２

、
※

５
及

び
そ
の

付
帯

設
備

 

イ
 
再

生
可

能
エ

ネ
ル
ギ

ー
の

変
動

調
整

機
能

※
１

、
※

３
及

び
そ
の

付
帯

設
備
（

パ
ワ

ー
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
、

電
線

、
変

圧
器

等
）
並

び
に

当
該

機
能

及
び

付
帯
設

備
を

制
御

、
運

用
す

る
た

め
に

必
要
な

機
器
及

び
設

備
（

計
測
機

器
、

安
全

対
策

機
器

等
）
 

ウ
 
I
CT

機
器

（
サ

ー
バ

ー
、
ス

ト
レ
ー

ジ
、

通
信

機
器

等
）

及
び
そ

の
付

帯
設

備
 

エ
 
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー
の

高
効

率
空

調
・

冷
却

に
係

る
設

備
及

び
そ

の
付

帯
設

備
 

オ
 
電

力
供

給
に

必
要
な

設
備

（
配

電
線

、
受

変
電

設
備

、
無

停
電

電
源

装
置

、
自
営

線
等

）
 

カ
 
I
CT

機
器

等
を

収
納

す
る
外

装
箱
（

コ
ン

テ
ナ

等
）
 

申
請

者
 

ア
 
民

間
企

業
 

イ
 
独

立
行

政
法
人

通
則

法
（
平

成
11

年
法

律
第

1
03

号
）
第

２
条
第

１
項

に
規

定
す

る
独

立
行
政

法
人

 

ウ
 
地

方
独

立
行
政

法
人

法
（
平

成
15

年
法

律
第

1
18

号
）
第

2
1
条

第
３

号
チ

に
規

定
さ

れ
る

業
務

を
行

う
地

方
独

立
行

政
法

人
 

エ
 
国

立
大

学
法
人

、
公

立
大
学

法
人

及
び
学

校
法

人
 

オ
 
社

会
福

祉
法
（

昭
和

2
6
年

法
律
第

45
号

）
第

2
2
条
に

規
定
す

る
社

会
福

祉
法

人
 

カ
 
医

療
法

（
昭
和

2
3
年

法
律

第
2
0
5
号

）
第

3
9
条

に
規

定
す

る
医

療
法

人
 

キ
 
特

別
法

の
規
定

に
基

づ
き
設

立
さ

れ
た
協

同
組

合
・

認
可

法
人

等
 

ク
 
一

般
社

団
法
人

・
一

般
財
団

法
人

及
び
公

益
社

団
法

人
・

公
益

財
団

法
人
 

ケ
 
そ

の
他

環
境
大

臣
の

承
認
を

得
て

協
会
が

適
当

と
認

め
る

者
 

補
助

金
の

交
付

額
 

【
補

助
率

】
 

１
/
３

 

【
補

助
上

限
額

】
 

①
各

年
度

３
億

円
、

②
各

年
度

１
億
円

、
③

２
億

円
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補
助

事
業

期
間

 
令

和
６

年
度

～
令

和
１
１

年
度

 

①
原

則
３

年
度

以
内

 

②
原

則
２

年
度

以
内

 

③
単

年
度
 

公
募

期
間
 

【
令

和
７

年
度

実
績

】
 

令
和

７
年

７
月

１
日

～
７

月
２

９
日
 

そ
の

他
 

※
１

当
該

設
備

か
ら

系
統

へ
の

逆
潮
流

を
行

わ
な

い
こ

と
。

 

※
２

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用
に

係
る

設
備

の
定

義
（

太
陽
光

発
電

、
風

力
発

電
、

バ
イ

オ
マ
ス

発
電

、
水

力
発

電
、

地
熱

発
電
、

温
度

差
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

）
 

※
３

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

変
動
調

整
機

能
の

定
義

（
蓄

電
シ
ス

テ
ム

、
蓄

熱
シ

ス
テ

ム
、

エ
ネ
ル

ギ
ー

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

（
E
M
S
）
）
 

※
４

導
入

設
備

の
発

電
量

が
既

存
の
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー

の
使

用
電
力

量
に

対
し

て
著

し
く

大
き

く
な
い

こ
と

 

※
５

 
導

入
設

備
の

発
電

量
が
、

コ
ン

テ
ナ
・

モ
ジ

ュ
ー

ル
型

デ
ー

タ
セ

ン
タ
ー

の
使

用
電

力
量

に
対

し
て

著
し
く

大
き

く
な
い

こ
と

。
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表
4
-4
-2
 
補
助
金
の
詳
細
（
４
/５

）
 

補
助

制
度

名
 

（
環

境
省

）
窓

、
壁

等
と

一
体

と
な
っ

た
太

陽
光

発
電

の
導

入
加
速

化
支

援
事

業
 

事
業

目
的
 

新
築

又
は

既
築

の
建

築
物

に
窓

、
壁

等
と

一
体

と
な

っ
た

太
陽

光
発

電
設

備
（

以
下

「
建

材
一
体

型
太

陽
光

発
電

設
備

」
と

い
う

。
）

の
導

入
を

行
う

事
業

者
に

対
し

、
こ

れ
ら
の

事
業
に

要
す

る
経

費
の

一
部

を
補

助
す
る

こ
と

に
よ

り
、

再
エ

ネ
の

導
入

及
び

地
域

共
生

を
加

速
化

し
、
2
0
5
0
年

カ
ー

ボ
ン

ニ
ュ

ー
ト
ラ

ル
の

実
現

に
資

す
る

こ
と
を

目
的

と
し

て
い

る
。

 

対
象

設
備

・
条

件
 

【
対

象
設

備
】
 

（
１

）
「

窓
と

一
体

と
な

っ
た
太

陽
光

発
電
設

備
」
（

屋
内

※
に

設
置
す

る
後

付
け

太
陽

光
発

電
設
備

を
含

む
。
）
：

建
材

と
し

て
の

機
能

を
有

す
る

太
陽

光
発

電
設

備
の
う

ち
、

断
熱

性
能

を
表

す
熱

貫
流
率

（
U
w
値

）
が

３
.５

[
Ｗ
/
㎡

Ｋ
]
以

下
で

あ

り
、

か
つ

、
透

過
率

（
開

口
率

）
が
５

０
％

以
上

で
あ

る
も

の
。
た

だ
し

、
建

築
物

の
窓

に
設

置
す
る

も
の

に
限

る
。

 

（
２

）
「

壁
等

と
一

体
と

な
っ
た

太
陽

光
発
電

設
備

」
（

屋
内
※

に
設
置

す
る

後
付

け
太

陽
光

発
電
設

備
を

含
む

。
）
：

建
材

と
し

て
の
機

能
を

有
す

る
太

陽
光

発
電

設
備
の

う
ち

、
（
1
）

に
該

当
し

な
い

も
の

。
 

※
 
窓

ガ
ラ

ス
の
内

側
ま

た
は
そ

の
一

部
 

【
対

象
経

費
】
 

・
普

及
の

初
期

段
階

に
あ

る
再

生
可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

関
す

る
新
技

術
や

製
品

の
う

ち
、

窓
ガ

ラ
ス
や

壁
材

等
と

一
体

と
な

っ
た

太
陽
電

池
モ

ジ
ュ

ー
ル

 

・
基

礎
（

太
陽

電
池

モ
ジ

ュ
ー

ル
を
建

物
に

固
定

す
る

た
め

の
器
具

、
材

料
等

）
 

・
接

続
箱
 

・
パ

ワ
ー

コ
ン

デ
ィ

シ
ョ

ナ
 

・
配

線
 

・
 
そ

の
他

協
会
が

必
要

と
認
め

る
設

備
※
補

助
対

象
と

な
る

の
は

「
本

事
業
の

実
施

に
必

要
不

可
欠

な
経

費
」
に

限
ら

れ
る
。

 

【
条

件
】
 

（
１

）
建

築
物

の
窓

、
壁

等
を

活
用
し

た
太

陽
光

発
電

設
備

の
導
入

を
行

う
事

業
で

あ
る

こ
と

。
 

（
２

）
導

入
す

る
太

陽
光

発
電

設
備
は

、
次

の
①

又
は

②
に

適
合
す

る
こ

と
。
 

①
屋

外
に

設
置

す
る

太
陽

光
発

電
設

備
に

つ
い
て

は
、

 

・
「

建
築

基
準

法
施

行
令

」
第

8
3
条

か
ら

第
8
8
条
ま

で
 

・
「

発
電

用
太

陽
電

池
設

備
に
関

す
る
技

術
基

準
を

定
め

る
省

令
」

第
４
条

 

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
風

圧
力

、
自

重
、
積

雪
並

び
に

地
震
そ

の
他

の
振

動
及

び
衝

撃
に
対

し
て

、
耐

え
得

る
構

造
で

あ
る
こ

と
。

 

②
屋

内
に

設
置

す
る

後
付

け
太

陽
光
発

電
設

備
に

つ
い

て
は

、
 

・
「

建
築

基
準

法
施

行
令

」
第

8
8
条
 

・
「

J
A
S
S
1
4（

カ
ー

テ
ン

ウ
ォ
ー

ル
工
事

）」
2
.
5
.
1
_
慣

性
力

に
対

す
る

安
全

性
能
 

・
「

J
I
S
 
C
 
61

7
3
0-
2
：
2
0
2
0
」

太
陽

電
池

モ
ジ
ュ

ー
ル

の
安

全
適
格

性
確

認
 

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

地
震

そ
の

他
の

振
動
、

衝
撃

及
び

電
気
的

安
全

性
に

対
し

て
、

耐
え

得
る

構
造

で
あ

る
こ
と

。
加

え
て

既
存

窓
ガ

ラ
ス

の
熱

割
れ

防
止

の
た

め
「

J
A
SS
1
7
（

ガ
ラ

ス
工

事
）」

1
.
2
.
3.
7
_
熱
割

れ
防

止
性

能
を

有
す

る
こ

と
。
 

（
３

）
導

入
す

る
太

陽
光

発
電

設
備
の

発
電

容
量

の
合

計
が

３
kW

以
上

※
で

あ
る

こ
と
。

 

※
 
太

陽
電
池

モ
ジ

ュ
ー

ル
の
定

格
出
力

の
合

計
が

3k
W
以
上

で
あ

り
、
か

つ
、

パ
ワ

ー
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ
（

P
CS
）

の
定

格
出
力

が
合

計
3
k
W
以

上
で

あ
る

こ
と
。

 

（
４

）
発

電
し

た
電

気
の

供
給

先
が
同

一
敷

地
内

の
施

設
で

あ
る
こ

と
。

ま
た

、
当

該
施

設
か

ら
電
力

系
統

に
逆

潮
流

し
な

い
こ

と
。
 

（
５

）
停

電
時

に
電

力
供

給
可

能
な
シ

ス
テ

ム
構

成
で

あ
る

こ
と
。

 

（
６

）
本

補
助

事
業

に
よ

っ
て

得
ら
れ

る
環

境
価

値
の

う
ち

、
需
要

家
に

供
給

を
行

っ
た

電
力

量
に
紐

付
く

環
境

価
値

を
需

要
家

に
帰
属

さ
せ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

 

申
請

者
 

ア
 
民

間
企

業
 

イ
 
独

立
行

政
法
人

通
則

法
(平

成
1
1
年

法
律

第
1
0
3
号

)第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
独

立
行

政
法
人

 

ウ
 
地

方
独

立
行
政

法
人

法
（
平

成
15

年
法

律
第

1
18

号
）
第

2
1
条

第
３

号
チ

に
規

定
さ

れ
る

業
務

を
行

う
地

方
独

立
行

政
法

人
 

エ
 
国

立
大

学
法
人

、
公

立
大
学

法
人

及
び
学

校
法

人
 

オ
 
社

会
福

祉
法
（

昭
和

2
6
年

法
律
第

45
号

）
第

2
2
条
に

規
定
す

る
社

会
福

祉
法

人
 

カ
 
医

療
法

（
昭
和

2
3
年

法
律

第
2
0
5
号

）
第

3
9
条

に
規

定
す

る
医

療
法

人
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キ
 
特

別
法

の
規
定

に
基

づ
き
設

立
さ

れ
た
協

同
組

合
・

認
可

法
人

等
 

ク
 
一

般
社

団
法
人

・
一

般
財
団

法
人

及
び
公

益
社

団
法

人
・

公
益

財
団

法
人
 

ケ
 
そ

の
他

環
境
大

臣
の

承
認
を

得
て

協
会
が

認
め

る
者
 

※
 
地

方
公

共
団
体

は
、

本
補
助

事
業

の
対
象

と
な

る
設

備
を

取
得

し
な

い
（
補

助
金

の
交

付
を

受
け

な
い

）
場
合

は
、

共
同
事

業
者

（
需

要
家

）
と

し
て
申

請
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
  

な
お

、
設

備
の

所
有

者
が

地
方

公
共
団

体
の

場
合

は
、

事
前

（
公
募

期
間

終
了

日
の

２
週

間
前

ま
で
）

に
協

会
に

ご
相

談
く

だ
さ

い
。
 

補
助

金
の

交
付

額
 

【
補

助
率

】
 

（
１

）
「

窓
と

一
体

と
な

っ
た
太

陽
光

発
電
設

備
」

 
補

助
率

 
５

分
の
３

 

（
２

）
「

壁
等

と
一

体
と

な
っ
た

太
陽

光
発
電

設
備

」
 

補
助

率
 
２

分
の

１
 

【
補

助
上

限
額

】
 

（
１

）
「

窓
と

一
体

と
な

っ
た
太

陽
光

発
電
設

備
」

 
上

限
額

は
各

年
度

5
,
0
0
0
万
円

。
 

（
２

）
「

壁
等

と
一

体
と

な
っ
た

太
陽

光
発
電

設
備

」
 

上
限

額
は

各
年

度
3
,
0
0
0
万

円
。

 

補
助

事
業

期
間

 
令

和
７

年
度

～
 

原
則

単
年

度
（

た
だ

し
、

単
年

度
で
の

実
施

が
困

難
な

事
業

に
つ
い

て
は

最
大

３
か

年
度

）
 

公
募

期
間
 

【
令

和
７

年
度

実
績

】
 

一
次

公
募

：
令
和

7
年

5
月

1
日

 ～
 
令
和

7
年

5
月

29
日

 

二
次

公
募

：
令
和

7
年

6
月

2
6
日

 ～
 令

和
7
年

7
月

24
日
 

そ
の

他
 

補
助

事
業

者
の

選
定

に
お

け
る

審
査
項

目
は

以
下

の
と

お
り

 

ア
 
事

業
の

実
施
内

容
や

ス
キ
ー

ム
等

の
実
施

計
画

が
事

業
目

的
に

合
致

し
、
実

現
可

能
な

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

イ
 
事

業
に

必
要
な

能
力

及
び
実

施
体

制
を
有

し
て

い
る

こ
と

。
ま

た
、

事
業
を

確
実

に
実

施
で

き
る

経
理

的
基
礎

を
有

す
る
こ

と
、

又
は

、
事

業
実

施
の
た

め
に

必
要

な
資

金
調

達
に

係
る
確

実
な

計
画

を
有

し
て

い
る

こ
と
。

 

ウ
 
事

業
に

よ
る
直

接
的

な
C
O
2
削
減

の
費

用
対

効
果

が
高

い
か

。
 

エ
 
事

業
に

よ
る

C
O
2
削

減
量
が

多
い

か
。
 

オ
 
窓

に
設

置
す
る

場
合

、
断
熱

性
能

が
極
め

て
高

い
か

。
 

カ
 
窓

及
び

壁
に
設

置
す

る
場
合

、
防

眩
機
能

を
有

し
て

い
る

か
。

 

キ
 
景

観
条

例
が
適

用
さ

れ
る
地

域
の

建
築
物

の
場

合
、

条
例

に
適

合
し

て
い
る

か
。

 

ク
 
以

下
の

い
ず
れ

か
に

該
当
し

て
い

る
か
。

 

・
R
E
1
00
/
再

エ
ネ

1
0
0
宣

言
 
R
E
 
Ac
t
i
on

へ
参

加
、

S
c
ie
n
c
e
 
B
a
s
e
d
 
T
a
r
g
e
ts

の
認

定
を

取
得

、
又
は

T
C
F
D 

（
Ta

sk
 
F
or
c
e
 
o
n 

C
li
m
a
t
e
-
r
e
l
at
e
d
 
F
i
n
an
c
i
al
 
Di
s
c
l
o
s
u
r
e
s
 
/
 
気

候
関

連
財
務

情
報

開
示

タ
ス
ク

フ
ォ

ー
ス

）
へ

 の
賛

同
表

明
を

し
て

い
る

。
も

し
く

は
、

T
C
F
D
 提

言
に

基
づ

き
、

移
行

リ
ス

ク
及

び
物

理
的
リ

ス
ク
に

関
す

る
情

報
開

示
状

況
を

、
環

境
省

が
運

用
す

る
省

エ
ネ

法
・
温

対
法

・
フ

ロ
ン

法
電

子
報

告
シ

ス
テ

ム
の

任
意

報
告

事
項
と

し
て

報
告

し
て

い
る

。
 

・
環

境
省

の
エ

コ
・

フ
ァ

ー
ス

ト
制
度

の
認

定
を

受
け

て
い

る
。

 

・
温

室
効

果
ガ

ス
排

出
削

減
に

関
す
る

目
標

設
定

を
し

て
い

る
か

。
 

・
デ

コ
活

応
援

団
へ

の
参

画
、

デ
コ
活

宣
言

の
登

録
を

し
て

い
る

か
。
 

○
以

下
に

該
当

す
る

事
業

に
つ

い
て
は

、
優

先
採

択
の

対
象

と
し
ま

す
。

 

・
地

球
温

暖
化

対
策

推
進

法
第

2
1
条

第
5
項

各
号

に
規
定

す
る

地
域

脱
炭

素
化

促
進

事
業

の
促
進

に
関

す
る

事
項

を
 
地

方
公

共
団

体
実
行

計
画

に
す

べ
て

定
め

た
市

町
村
の

促
進

区
域
内

で
実

施
す

る
事

業
。

 

○
な

お
、

応
募

要
件

を
満

た
す

提
案
で

あ
っ

て
も

、
提

案
内

容
に
よ

っ
て

は
、

付
帯

条
件

を
設

定
、
補

助
額

を
減

額
又

は
不

採
択

と
す
る

場
合

も
あ

り
ま

す
の

で
ご

了
承
く

だ
さ

い
。
 

○
審

査
完

了
次

第
、

結
果

は
通

知
し
ま

す
が

、
審

査
結

果
に

対
す
る

ご
意

見
や

お
問

い
合

わ
せ

に
は
対

応
い

た
し

か
ね

ま
す

。
 

〇
選

定
し

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
事
業

者
名

、
事

業
実

施
場

所
を
協

会
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

で
公

表
し
ま

す
。
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表
4
-4
-2
 
補
助
金
の
詳
細
（
５
/５

）
 

補
助

制
度

名
 

〈
環

境
省

〉
ペ

ロ
ブ

ス
カ

イ
ト

太
陽
電

池
の

社
会

実
装

モ
デ

ル
の
創

出
に

向
け

た
導

入
支

援
事

業
（
経

済
産

業
省

連
携

事
業

）
 

事
業

目
的
 

軽
量
・
柔

軟
な

ど
の

特
徴

を
有

す
る

ペ
ロ
ブ

ス
カ

イ
ト

太
陽

電
池

は
、
こ

れ
ま

で
太

陽
電

池
が
設

置
困

難
で

あ
っ

た
場

所
に

も
設
置

を
可

能
と

す
る

と
と

も
に

、
主

な
原

料
で

あ
る

ヨ
ウ

素
は

、
我

が
国

が
世

界
シ
ェ

ア
の

約
3
0
%を

占
め

る
な

ど
、
再

エ
ネ

導
入

拡
大

や
強

靱
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
供

給
構

造
の

実
現

に
も

つ
な

が
る

次
世

代
技

術
で

あ
る

。
ペ

ロ
ブ

ス
カ

イ
ト

太
陽

電
池

の
国

内
市

場
立

ち
上

げ
に

向
け

、
そ

の
導

入
を

支
援

す
る

こ
と

で
、

導
入

初
期

に
お

け
る

コ
ス

ト
低

減
と

継
続

的
な

需

要
拡

大
に

資
す

る
社

会
実

装
モ

デ
ル
の

創
出

を
目

指
す

。
 

対
象

設
備

・
条

件
 

【
条

件
】
 

耐
荷

重
等

の
制

約
に

よ
り

従
来

型
の
太

陽
光

パ
ネ

ル
の

設
置

が
困

難
だ
っ

た
設

置
場

所
に

フ
ィ

ル
ム

型
ペ
ロ

ブ
ス

カ
イ

ト
太

陽
電

池
を

導
入
す

る
事

業
で
あ

っ
て

、
以

下
の

要
件

等
を
す

べ
て

満
た

す
も

の
。

 

（
１

）
設

置
場

所
の

耐
荷

重
（

※
１
）

が
1
0
kg
/
m
2
以

下
相

当
（

※
２
）

で
あ

る
こ

と
。（

※
３
）

 

（
２

）
設

置
す

る
フ

ィ
ル

ム
型

ペ
ロ
ブ

ス
カ

イ
ト

太
陽

電
池

の
発

電
容
量

が
１

施
設

あ
た

り
５

k
W
 以

上
で

あ
る

こ
と
。

 

（
３

）
需

要
地

と
近

接
し

、
5
0
％

以
上

の
自

家
消

費
率

が
あ
る

こ
と
。

 

（
４

）
事

業
に

関
す

る
積

極
的

な
広
報

・
情

報
発

信
を

実
施

す
る

こ
と
。

 

（
５

）
一

般
社
団

法
人

環
境

技
術

普
及

促
進

協
会

（
以

下
「

協
会
」

と
い

う
。）
、

環
境

省
及

び
経

済
産

業
省

に
対

し
、

事
業

内
容

等
に

つ
い

て
の
情

報
提
供

が
可

能
で

あ
り
、

当
該

情
報

に
つ

い
て

、
個

人
が

特
定
で

き
な

い
よ

う
加

工
し

た
上

で
、

第
三

者
へ

提
供

さ
れ

る
こ

と
や

対
外

的
に

公
表
さ

れ
る

こ
と

に
同

意
で

き
る

こ
と
。

 

（
６

）
本

補
助

事
業

に
よ

っ
て

得
ら
れ

る
環

境
価

値
の

う
ち

、
需

要
家
に

供
給

を
行

っ
た

電
力

量
に

紐
づ
く

環
境

価
値

を
需

要
家

に
帰

属
さ
せ

る
も

の
で
あ

る
こ

と
。
 

（
７

）
対

象
事
業

に
お

い
て

、
再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
電
気

の
利
用

の
促

進
に

関
す

る
特

別
措
置

法
（

平
成

2
3
 
年
法

律
第

1
0
8
 
号
。

以
下

「
再
エ

ネ
特
措

法
」

と
い
う

。）
に

基
づ

く
固

定
価

格
買

取
制

度
（

以
下

「
F
I
T」

と
い

う
。
）

の
認

定
又

は
F
I
P（

F
e
e
d
 
i
n
 
P
re
m
i
um
）

制
度

の
認
定

を
取

得
し

な
い

こ
と

。
 

【
対

象
設

備
】
 

・
協

会
か

ら
委

託
し

た
性

能
評

価
機
関

の
評

価
を

受
け

、
性

能
要
件

を
満

た
し

た
こ

と
が

確
認

さ
れ
た

フ
ィ

ル
ム

型
ペ

ロ
ブ

ス
カ

イ
ト
太

陽
電

池
モ

ジ
ュ

ー
ル

（
※

４
）
 

・
上

記
に

関
す

る
付

帯
設

備
（

架
台
、

基
礎

、
接

続
箱

、
パ

ワ
ー
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
、

配
線

、
太
陽

光
発

電
設

備
の

受
変

電
設

備
等
）
（

※
５

）
 

・
そ

の
他

協
会

が
必

要
と

認
め

る
設
備

（
※

６
）
（
※

７
）

 

申
請

者
 

ア
 
民

間
企

業
 

イ
 
地

方
公

共
団
体

 

ウ
 
独

立
行

政
法
人

通
則

法
（
平

成
11
 
年

法
律

第
1
0
3
 
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

 

エ
 
地

方
独

立
行
政

法
人

法
（
平

成
15
 
年

法
律

第
1
1
8
 
号

）
第

21
 
条

第
３

号
チ

に
規
定

さ
れ
る

業
務

を
行

う
地

方
独

 

立
行

政
法

人
 

オ
 
国

立
大

学
法
人

、
公

立
大
学

法
人

及
び
学

校
法

人
 

カ
 
社

会
福

祉
法
（

昭
和

2
6 
年

法
律

第
45
 
号

）
第

2
2
 条

に
規

定
す

る
社

会
福

祉
法

人
 

キ
 
医

療
法

（
昭
和

2
3
 
年
法

律
第

20
5
 号

）
第

3
9
 条

に
規

定
す
る

医
療

法
人
 

ク
 
特

別
法

の
規
定

に
基

づ
き
設

立
さ

れ
た
協

同
組

合
・

認
可

法
人

等
 

ケ
 
一

般
社

団
法
人

・
一

般
財
団

法
人

及
び
公

益
社

団
法

人
・

公
益

財
団

法
人
 

コ
 
そ

の
他

環
境
大

臣
の

承
認
を

得
て

協
会
が

認
め

る
者
 

補
助

金
の

交
付

額
 

【
補

助
率

】
 

２
／

３
 

た
だ

し
①

か
ら

⑤
の

い
ず

れ
か

を
満
た

す
も

の
は

３
／

４
 

①
地

方
公

共
団

体
が

策
定

す
る

地
域
防

災
計

画
に

位
置

づ
け

ら
れ

た
避
難

施
設

や
業

務
継

続
計

画
に

位
置
づ

け
ら

れ
た

施
設

に
フ

ィ
ル

ム
型
ペ

ロ
ブ

ス
カ
イ

ト
太

陽
電

池
を

導
入

す
る
も

の
 

②
温

室
効

果
ガ

ス
排

出
削

減
に

向
け
た

目
標

と
計

画
を

提
出

で
き

、
サ
プ

ラ
イ

チ
ェ

ー
ン

の
脱

炭
素

化
の
一

環
と

し
て

フ
ィ

ル
ム

型
ペ

ロ
ブ
ス

カ
イ

ト
太
陽

電
池

を
導

入
す

る
も

の
 

③
イ

ン
フ

ラ
空

間
（

道
路

、
空

港
、
港

湾
、

鉄
道

等
）

へ
フ

ィ
ル

ム
型
ペ

ロ
ブ

ス
カ

イ
ト

太
陽

電
池

を
設
置

す
る

も
の

 

④
設

置
場

所
の

耐
荷

重
が

６
kg

/m
2 

以
下

相
当
で

、
耐

火
性

の
観

点
や

固
定
に

お
い

て
特

別
な

施
工

を
要

し
な
い

屋
根

（
金
属

屋
根

等
）

に
設

置
す

る
も
の

 
※

こ
こ

で
の
耐

荷
重

と
は

、
設

置
場

所
へ

の
積
載

荷
重

で
は

な
く
、

既
存

の
設

置
物

等
を

考
慮
し

た
上

で
太

陽
電

池
を

設
置

す
る
上

で
の

差
分

の
耐

荷
重

を
指

す
。
 

⑤
2
0
2
8 
年

度
ま

で
に
、

同
一

主
体

が
累

計
で

0
.
5
M
W
 
以
上

の
フ

ィ
ル

ム
型

ペ
ロ

ブ
ス

カ
イ

ト
太

陽
電

池
の

設
置
を

計
画

し
て
お

り
、

そ
の

計
画

の
提

出
が
可

能
な

も
の
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【
補

助
上

限
額

】
 

１
０

億
円

（
２

か
年

事
業

の
場

合
は
２

か
年

の
合

計
額

）
 

補
助

事
業

期
間

 
令

和
７

年
度

～
 

原
則

単
年

度
（

た
だ

し
、

単
年

度
で
の

実
施

が
困

難
な

事
業

に
つ
い

て
は

２
か

年
度

）
 

公
募

期
間
 

【
令

和
７

年
度

実
績

】
 

令
和

７
年

９
月

４
日

～
１

０
月

３
日
 

そ
の

他
 

※
１

 
こ

こ
で

の
耐

荷
重

と
は

、
設

置
場

所
へ

の
積

載
荷

重
で

は
な

く
、

既
存
の

設
置

物
等

を
考

慮
し

た
上

で
太
陽

電
池

を
設
置

す
る

上
で

の
差

分
の

耐
荷
重

を
指

す
。

 

※
２

 
従

来
型

の
太

陽
光

パ
ネ
ル

の
設

置
が
困

難
で

あ
る

設
置

場
所

で
あ

り
、

安
全

性
を
確

保
す

る
た
め

に
耐

荷
重

の
余

力
を

必
要

と
す
る

構
造

物
に

お
い

て
、

1
0
k
g
/
m
2 

相
当

を
超

え
る

耐
荷

重
が

必
要

で
あ

る
こ

と
が

建
築

士
な
ど

構
造

設
計
の

専

門
家

に
よ

り
確

認
さ

れ
た

場
合

を
含

む
。

 

※
３

 
充

足
に

つ
い

て
は

、
以
下

の
方

法
で
確

認
す

る
。
 

①
構

造
計

算
書

上
で

積
載

荷
重

を
確

認
で

き
る
こ

と
。

 

②
構

造
計

算
書

が
確

認
で

き
な

い
施

設
に

お
い
て

、
建

築
士

な
ど
構

造
設

計
の

専
門

家
が

設
置
の

安
全

性
を

確
認

し
た

上
で

、
耐
荷

重
が

10
k
g
/m
2
以

下
相

当
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で
き

る
こ

と
。
 

※
４

 
補

助
対

象
と

な
る

フ
ィ
ル

ム
型

ペ
ロ
ブ

ス
カ

イ
ト

太
陽

電
池

の
型

式
は
協

会
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

お
知

ら
せ
し

、
お

知
ら
せ

す
る

型
式

以
外

の
製

品
に
つ

い
て

は
、

本
補

助
事

業
の

対
象
外

。
 

※
５

 
補

助
対

象
設

備
の

設
置
に

係
る

工
事
費

も
補

助
対

象
。

 

※
６

 
オ

ン
サ

イ
ト

P
P
A
モ

デ
ル

（
太

陽
光

発
電

設
備

等
の

所
有

者
等

で
あ

る
発

電
事

業
者

が
、
需

要
家

の
施
設

等
に

太
陽

光
発

電
設

備
等

を
当

該
発

電
事

業
者

の
費

用
に
よ

り
設

置
し

、
所

有
・

維
持

管
理

等
（

維
持
管

理
を

当
該

需
要
家

が
行
う

場

合
を

含
む

。
）
を

し
た

上
で

、
当

該
太
陽

光
発

電
設

備
等

か
ら

発
電
さ

れ
た

電
力

を
当

該
需

要
家

に
供
給

す
る

契
約

方
式

）
や
リ

ー
ス

に
よ

り
設

備
導

入
を

行
う
場

合
に

は
、
ペ
ロ

ブ
ス
カ

イ
ト

太
陽

光
発

電
設

備
は
同

一
の

者
が

一
体

的
に
導

入

す
る

こ
と

。
フ

ィ
ル

ム
型

ペ
ロ

ブ
ス

カ
イ

ト
太

陽
電
池

モ
ジ

ュ
ー
ル

と
そ

の
他

の
部

分
を

別
々
の

事
業

者
が

そ
れ

ぞ
れ

導
入

す
る
こ

と
は

認
め

ら
れ

な
い

。
 

※
７

 
本

補
助

事
業

で
は

、
蓄
電

池
は

補
助
対

象
に

含
ま

れ
な

い
。
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 太陽光発電設備等の基本計画策定 

 表 2-2-1～2-2-2 における「いちき串木野市公共施設等総合管理計画」*2-7 より、現在のインフ

ラ更新費用は図 4-5-1 のとおり。 

 

 

図4-5-1 いちき串木野市公共施設の更新計画 

  

「いちき串木野市地球温暖化対策実行計画区域施策編」*2-1 では、令和 12 年までに太陽光発電

設備を２施設導入することを計画している。図 4-5-1 より、令和８年～令和 12 年間では令和 10

年のみ更新費用が他機関と比較して 50％程度（1,000 百万円程度）低いことが分かる。そのため、

この時期に２施設導入することで費用負担の平準化が期待できる。4-3 項で検討した工期・工程の

ほかいちき串木野市では、「いちき串木野市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラ

イン」*2-6 より、事業者は工事着工前 90 日前までに事業計画を提出することが求められているこ

とを考慮し、市/事業者が無理をしない導入計画案を策定した。策定条件を表 4-5-1、計画案を表

4-5-2 のとおり整理した。 

 

表4-5-1 太陽光発電設備 導入基本計画案策定条件 

項目 策定条件 

太陽光発電設備 
ペロブスカイト型（補助事業が利用できるため） 

設備容量 20ｋW以上（市の再エネ設置ガイドラインより） 

想定補助金 
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（ペロブスカイト太陽電

池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業） 

事業者 ９０日前に事業計画提出する、近隣住民へ説明会実施 等 

いちき串木野市対応 補助金申請対応や事業計画確認 

導入時期 令和 10 年度（更新費用予定が最も低いため） 
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表4-5-2 太陽光発電設備 導入計画案 

事業者 市 執行団体 備考

４月

５月

６月

７月 工事着手90日前

８月
９月

１０月

１１月

１２月
１月

２月

３月

年月

令
和
1
0
年
度

近隣関係者へ事業周知の準備
・事前協議書の作成 ほか 事前協議書の受領

設置計画準備

近隣関係者へ説明会実施

工事着手届出

事業計画書の受領事業計画書作成

設置完了届書 及び
事業の開始届書

工事着手届書の受領

各種届書の受領

応募書類作成

応募書類提出 応募書類の確認

採択通知採択結果共有

導入工事

完了実績
報告書提出

報告書受領
補助金支払
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